
各自治体における肝炎対策の

取組状況等について

（一覧表）

第２９回 肝炎対策推進協議会

令和４年３月１８日 参考資料６
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北 海 道 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ 0
新型コロナウイルス感染症対策を優先せざ
るを得なく、結果として開催困難となっ
た。

○ ○

青 森 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩 手 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○
検査機関（公益財団法人岩手県予防医学
協会）

0 新型コロナウイルス感染拡大防止のため ○ ○

宮 城 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○

秋 田 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○

山 形 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 島 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ 病院協会、看護協会、検診機関 1 ○ ○ ○ ○
新型コロナウイルスの感染拡大により書面
開催としたため

○
新型コロナウイルスの感染拡大により書面
開催としたため

茨 城 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 歯科医師会、検診機関 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 協議会を公開しているため

栃 木 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○

群 馬 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 健診機関 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼 玉 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 書面開催だったため。 ○

千 葉 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 報道関係者 0 新型コロナウイルス感染症の影響により ○ ○

東 京 都 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○
東京都肝炎対策指針の改正に向けた検討
について

○ ○

神 奈 川 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向
けた県の基本方針により、会議・研修等が
原則中止となったため。

○ ○

新 潟 県 ○ 未定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 新型コロナウイルス感染症の拡大による。 ○ ○

富 山 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 協議会を公開しているため

石 川 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検診機関 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
手術前検査における陽性者の拾い上げ、
専門医療機関の新規選定、歯科領域への
対応、社会保障・税番号の利用

○ ○ 協議会を公開としているため。

福 井 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保険者 0
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
実施なし

○ ○

山 梨 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 民間病院協会の代表、官公立病院協議会の代表 0 新型コロナウイルス感染症の対応のため ○ 要望がない ○ 要望がない

長 野 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ 0
新型コロナウイルス感染症対応により実施
できなかった

○ ○ 会議は公開しているため

岐 阜 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 肝炎医療コーディネーター 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

静 岡 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ 病院協会 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛 知 県 ○ 令和５年３月 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
確認中(例年非公開にしているが、詳細な経
緯理由等は不明)

三 重 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 開催について広報していないため。 ○ 開催について広報していないため。

滋 賀 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 病院協会 0
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
書面開催

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 肝疾患専門医療機関の指定について ○ ○ 協議会自体を公開しているため

京 都 府 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 看護協会、薬剤師会 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出張肝炎ウイルス検査について ○ ○

大 阪 府 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○

兵 庫 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 関係団来(協会健保、看護協会、民間病院協会) 0
新型コロナウイルス感染症の影響により中
止

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

奈 良 県 ○
奈良県がん対策推進計画：令和６年度

奈良県肝炎対策ガイドライン：必要に応じて ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ 肝疾患に関する専門医療機関について ○
コロナ業務優先のためＷｅｂ会議で開催し
たため

○

和 歌 山 県 ○ 令和６年度（2024年度） ○ ○ ○ ○ ○ 病院協会 0 新型コロナウイルスの影響、審議案件なし ○ ○

鳥 取 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検診機関、職域代表 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

島 根 県 ○ 令和３年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

労働団体（連合島根）、保険者（全国健
康保険協会島根支部）、医療関係（島根
県助産師会）、健診機関（島根県環境保
健公社）

1 ○ ○ ○ ○ ○

岡 山 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Web開催だったため。（Zoom) ○ 今後公開予定ではある（開催日7/19）

広 島 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医療保険者，検診機関，経済団体 1 ○ ○ ○
肝炎対策の推進に係る連携協定につい
て，令和２年度の各種要領改正等につい
て

○ ○

山 口 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 関係団体（病院協会、看護協会、薬剤師会） 1 ○ ○ 肝疾患専門医療機関の指定 ○
コロナ感染症対策により書面開催としたた
め

○ 書面開催で議事録等がないため

徳 島 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香 川 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 薬剤師会　看護協会 1 ○ ○ ○ 書面による開催のため ○ 書面による開催のため

愛 媛 県 ○ 令和３年度 ○ ○ ○ ○
会長が認めた者として患者団体が協議会
に出席

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 知 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ 0
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り中止

○ ○

福 岡 県 ○ 令和６年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ ○ ALTの基準値について ○ ○

佐 賀 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 肝炎治療費助成認定協議会委員 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
個別患者の事例等の意見が出る場合があり
個人情報保護に配慮するため

○ 上記④と同様

長 崎 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

・長崎県情報公開条例の不開示情報（個人
情報等）が含まれる審議のとき
・公開することで、関係事業の実施に著し
い支障が生じる可能性があると認めれると
き

○ 一部非公開部分が含まれるため

熊 本 県 ○ 令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住民代表 1 ○ ○ ○ 公開の要望があった場合、適宜対応する。

大 分 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 薬剤師会、看護協会、歯科医師会 1 ※書面開催 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮 崎 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職域(全国健康保険協会宮崎支部) 1 ○ ○ ○ ○ ○ 肝炎対策に係る最近の話題について ○ ○

鹿 児 島 県 ○ 令和５年度 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖 縄 県 ○ 令和６年度 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 協議会を公表しているため。

計 37 10 0 47 46 44 43 45 22 24 28 30 19 23 27 15 21 14 1 1 9 37 10 31 16

肝炎対策計画等策定状況 肝炎対策協議会の設置状況
達成状況の把握

目標の改定年度

議題 協議会の公開 議事録、概要の公開

1



肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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北 海 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市町村、患者団体 ○ ＨＩＶ検査希望者への同時検査の勧奨 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医療機関 ○ ○

青 森 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩 手 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同日に実施する検査（HIV、梅毒の受検者に対し勧奨 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

宮 城 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
情報誌への掲載、保健所窓口へのリーフレット等備え付
け

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 形 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医療機関へチラシの配布協力を実施 ○ ○ ○ 予約制 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

茨 城 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市町村（独自の方法による実施） ○ ○ ○ ○

栃 木 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

群 馬 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼 玉 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
埼玉医科大学病院（肝臓病相談センター）
（保健所設置市以外に在住の方のみ） ○ ○

千 葉 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
面談を希望しない方に結果
通知書、紹介状の手渡し ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

東 京 都 ○ ○ ○ ○ ○ ○
都内では全区市町村で肝炎ウイルス検診を実施
しているほか、検査を実施している医療機関が
多く存在するため。

○ ○ ○ ○ ○

神 奈 川 県 ○ ○ ○ ○ 対象者の把握が困難であるため。 ○ ○ ○ ○ ○

新 潟 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 定期検査費用助成申請時

富 山 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

石 川 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オレンジ友の会（ウイルス性肝炎患者
会）

○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎
「石川県肝炎診療連携」に同意された方について
は、保健所に代わり、拠点病院がフォローアップ
している。

○ ○
石川県肝炎診療連携（拠点病院によるフォローアッ
プ）の同意は、肝炎ウイルス検査陽性通知時や初回精
密検査費用助成申請時等に取得。

福 井 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 梨 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 講習会 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

長 野 県 ○ ○ ○ ○ ○ 研修会等でチラシ配布 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐 阜 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般財団法人岐阜県医師会 ○ リーフレットを配布（病院等） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

静 岡 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

愛 知 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三 重 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

滋 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 薬剤師会 ○ 協定企業によるリーフレットの掲示、SNS等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京 都 府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 京都肝炎友の会 ○ 肝炎コーディネーターによる受検勧奨 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

大 阪 府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

兵 庫 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

奈 良 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和 歌 山 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥 取 県 ○ ○ ○ ○ ○ 鳥取県肝疾患相談センター ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

島 根 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

岡 山 県 ○ ○ ○ ○ ○ 県医師会、肝疾患診療連携拠点病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

広 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 陽性者の居住する市町，検査実施の医療機関 ○ ○ ○

山 口 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○

徳 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

香 川 県 ○ ○ ○ ○ ○ 保健所の人員等体制が整っていないため ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

愛 媛 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 愛媛県肝炎医療コーディネーターによる案内 ○ ○ ○ ○ ○

高 知 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 岡 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 拠点病院、患者団体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各保健所に任せている ○

長 崎 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
面談時に結果通知及
び専門医療機関の紹
介状を交付

○ ○ ○

熊 本 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度は、新型コロナウイルス感染症
の発生に係るBCPにより未実施（例年は
実施）

大 分 県 ○ ○ ○ ○ ○
肝臓週間に合わせて肝炎ウイルス検査受検啓発活動を実
施

○ 医療機関での受検を勧めているため ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮 崎 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿 児 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖 縄 県 ○ ○ ○

B型：1,920円
C型：2,296円
※相当する検査を受けたことがな
い者は無料。

○ ○ ○ 沖縄県B型肝炎訴訟沖縄原告団・弁護団 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 47 0 47 1 47 21 36 17 21 0 9 11 3 43 18 2 4 15 43 10 1 46 1 16 0 44 15 13 6 16 32 24 22 2

実施状況 周知方法 利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡

○・・・主に対応している機関　◎・・・連携して実施している機関

陽性者へのフォローアップ 実施機関 同意取得時期

保健所での実施状況（特定感染症検査等事業によるもの）
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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○ ○ ○ 来所相談時、必要時メール ○ ○ ○ ○ 肝炎医療機関の紹介 ○ ○ ○ ○ 保健所での検査で対応可能のため 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ 172 ○ ○ ○ ○ ○
弘前大学医学部附属病
院肝疾患相談センター

○ 医療機関によって異なる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 82 ○ ○ ○ ○ ○
上記a～eの取組については、保健所等で
実施しているため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 655 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
医療機関で治療等について
推奨している

○ 96 ○ ○ ○ ○ ○
情報誌への掲載や委託医療
機関での患者への案内

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 332 ○ ○ ○ 医療機関に任せている

○ 各保健所の判断による ○ ○ ○ ○ 保健所への来所による面談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 130 ○ ○ ○ ○ ○ 各委託機関の判断に任せている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保健所において、十分な検査数を確
保できているため 0

○ 治療を開始するまで、フォローアップを継続している ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検査を保健所に一元化したため 0

○ ○ ○ 定期検査費用助成申請時 ○ ○ ○ 32 ○ ○ ○ ○ ○

○
原則継続。ただし、調査票の回答がない場合は電話計４
回、調査票の再送計２回を行い、連絡や返送がない場合
はフォローアップを終了。

○ ○ ○ ○ ○ 1,598 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
千葉県肝炎治療特別促進事業の受給
状況により確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 825 ○ ○ ○ ○ ○ 千葉県医師会 ○

市町村や職域等での受検勧奨を優先して
いるため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
受診状況の確認（調査票の
送付、電話） ○ 保健所で実施しているため。 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 360 ○ ○ ○
委託医療機関での検査希望者に保健所か
ら受診券を交付するが、対象者の把握が
困難であるため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 ○ ○ ○
一部医療機関で予約なしで受けられ
る。

○ ○ ○ ○ ○
肝炎ウイルス検査陽性者経過観察報
告書の使用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医師会、薬剤師会等 ○ 知って、肝炎プロジェクト ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
石川県肝炎診療連携（拠点
病院によるフォローアッ
プ）の案内

○ ○ ○
拠点病院によるフォロー
アップ

○ 387 ○ ○ ○ ○ ○ ○
県内市町（一部）におい
て、他の検診の案内時に
周知

○
オレンジ友の会（ウイ
ルス性肝炎患者会）

○ 委託医療機関による周知 ○ ○ ○ ○
委託医療機関が多いため、受検希望
者の最寄りの地域で検査を受けられ
る体制となっている。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 233 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 匿名の検査としているため 0

○ 必要に応じ保健指導を実施 ○ ○ ○ ○ 保健所で検査を実施しているため 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 580 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
一般財団法人岐阜県医
師会

○
リーフレットを配布（病
院）

○ ○

○ 定めがない ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 853 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 476 ○ ○ ○ 医療機関への直接申込

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 115 ○ ○ ○ 委託した医療機関の采配に任せている

○
抗ウイルス療法による治療が開始された場合、経過観察
が不要となった場合、本人からフォローアップ終了の申
出があった場合にフォローアップを終了とする。

○ ○ ○ ○ ○ 57 ○ ○ ○ ○ 京都肝炎友の会 ○
肝炎コーディネーターによ
る受検勧奨

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,456 ○ ○ ○ ○ ○
約35機関で検査可能であり利便性が
高いため

○ ○ 来所時 ○ ○ ○ ○ ○ 743 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 ○ ○ ○
他疾患で受診した人にその場で受検
勧奨及び検査実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 402 ○ ○ ○ ○ ○ 委託医療機関をHPに掲載

○ ○
初回精密検査結果は保健所が把握し、以降の定期検査受
診勧奨は市町村が実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 111 ○ ○ ○ ○

鳥取県肝疾患相談セン
ター ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 265 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
コロナ対応で夜間検査ができなかったた
め

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 108 ○ ○ ○ ○
県医師会、肝疾患診療
連携拠点病院 ○

○ ○
医療機関から提出される広島県肝疾
患患者フォローアップシステム医療
機関受診調査票

○ ○ ○
広島県肝疾患患者フォロー
アップシステムへの登録勧
奨

○ ○ ○
広島県肝疾患患者フォロー
アップシステムへの登録勧
奨

○ 247 ○ ○ ○ ○ ○ 協会けんぽ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 496 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
多くの医療機関に委託し、利便性を
高めている。

○ ○ 1 2 ○ フォローアップ申請時に実施 ○ ○ ○
フォローアップ申請時や来所時に面
接により状況を確認

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 147 ○ ○ ○ ○ ○
市町村の定期検診事業案
内に同封

○
肝疾患診療連携拠点病
院の協力による周知

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 265 ○ ○ ○ ○ ○
愛媛県肝炎医療コーディ
ネーターによる案内

○ ○ ○ 受診券の発行

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H25年度まで実施していたが、一定
の成果が得られたため委託検査を中
止。

0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,086 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 各保健所に任せている ○ ○ ○ ○ ○ 各保健所に任せている ○ 259 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 拠点病院、患者団体 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 399 ○ ○ ○ ○ ○
全ての医療圏に検査医療機関を用意
している

○ 530 ○ ○ ○ ○ 委託医療機関の判断に任せている

○
原則、肝疾患の治療開始が確認されるまで継続してい
る。

○ ○ ○ ○ ○ 443 ○ ○ ○ ○
肝臓週間に合わせて肝炎ウ
イルス検査受検啓発活動を
実施

○
医療機関との契約に利便性を高める取組
まで盛り込んでないため。

○ 初回精密検査費用助成申請受理後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 186 ○ ○ ○ ○ 宮崎県医師会 ○ 予算の確保ができていないため。

○ 1年 1回 ○ ○ ○ ○ 145 ○ ○ ○ ○ 医療機関の取組に任せているため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の確保ができていないため 0

22 13 2 2 11 38 39 5 8 29 19 44 3 1 31 8 40 6 3 39 8 39 0 39 12 24 13 17 2 12 7 10 9 7 8 11 10

利便性を高める取り組みフォローアップの継続 同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法 実施状況

箇所
数

金額 周知方法

3



肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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○

○ 医療機関に任せている ○ ○ 県または市町村のうち陽性者が希望する方 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
市町村のイベント等での出張型検査の陽性者は原則市町
村

○ ○ ○ ○ ○ 検査費用助成申請時に確認 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 各委託機関の判断に任せている ○ ○ ○ ○ 各保健所の判断による ○ ○ ○ ○ 保健所への来所による面談 ○ ○ ○

○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 定期検査費用助成申請時 ○

○ 各医療機関による ○ ○ 埼玉医科大学病院（肝臓病相談センター） ○ ○
原則継続。ただし、調査票の回答がない場合は電話計
４回、調査票の再送計２回を行い、連絡や返送がない
場合はフォローアップを終了。

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 各委託医療機関から結果連絡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝炎ウイルス検査要精検者経過観察報告書の
使用 ○ ○

○ ○ ○ ○
検査結果通知書で通知するが、方法は委託医
療機関による。

○ ◎ ○ ◎
「石川県肝炎診療連携」に同意された方については、保
健所に代わり、拠点病院がフォローアップしている。

○ ○
石川県肝炎診療連携（拠点病院によるフォローアッ
プ）の同意は、肝炎ウイルス検査陽性通知時や初回精
密検査費用助成申請時等に取得。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
石川県肝炎診療連携（拠点病院によるフォ
ローアップ）の案内

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 委託医療機関にて説明 ○ ○ ○ ○ ○ 定めがない ○ ○ ○ 検査実施医療機関がそのまま受診予約をとる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 委託した医療機関の采配に任せている ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ◎ ○ ○
抗ウイルス療法による治療が開始された場合、経過観
察が不要となった場合、本人からフォローアップ終了
の申出があった場合にフォローアップを終了とする。

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 精密検査未受診者のみ郵送で状況確認 ○

○
肝炎ウイルス検査を実施した医療機関の判断
に委ねている

○ ○ ○ ○ ○
陽性判定のあった次
年度の8月頃

○ ○
肝炎ウイルス検査を実施した医療機関を通じ
て確認

○ ○
肝炎ウイルス検査を実施した医療機関を通じ
て周知

○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 基本は口頭だが、委託医療機関に一任 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 各委託医療機関に任せている ○ 各委託医療機関に任せている ○ 各委託医療機関に任せている

○ ○ ○ ○ ○ ○ 陽性者の居住する市町 ○ ○ ○ ○
医療機関から提出される広島県肝疾患患者
フォローアップシステム医療機関受診調査票 ○ ○ ○ ○

広島県肝疾患患者フォローアップシステムへ
の登録勧奨

○ 医療機関に任せている。 ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 委託医療機関に一任している ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 各医療機関・市町に任せている ○ ○ ○ 各医療機関・市町で異なる ○ ○ ○ 各医療機関・市町で異なる

○ 各検査医療機関に任せている ○ ○ ○ ○ ○
検査受検時の問診票への記入により同意を得
ている ○ ○ ○

○ ○ ○
R2年度は、新型コロナウイルス感染症の発生
に係るBCPにより未実施（例年は実施）

○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
原則、肝疾患の治療開始が確認されるまで継続してい
る。

○ 問診票にて確認 ○

○ 委託医療機関において結果説明 ○ 明確な理由はないため、今後実施していく

○ 医療機関ごとに異なる ○ ○ ○ ○ ○ １年 １回 ○ ○

12 24 6 14 37 3 17 0 28 9 9 11 5 20 17 16 10 1 18 10 2 2 7 31 26 5 11 21 15 33 6 0

精密検査の勧奨方法陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ 実施機関 同意取得時期 フォローアップの継続 同意者への状況確認方法
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

計

医
療
機
関
案
内

紹
介
状
の
交
付

助
成
制
度
案
内

そ
の
他

実
施
内
容

特
に
な
し

実
施

未
実
施

未
実
施
の
理
由

次
年
度
よ
り
実
施
予
定

協
会
け
ん
ぽ

健
保
組
合

箇
所
数

事
業
所

箇
所
数

そ
の
他

内
容

資
材
作
成

セ
ミ
ナ
ー

・
イ
ベ
ン
ト

そ
の
他

内
容

あ
り

内
容

な
し

全
て
の
市
町
村
か
ら

一
部
の
市
町
村
か
ら

な
し

全
て
の
市
町
村
に

一
部
の
市
町
村
に

な
し

○ 個人情報や金銭面などの課題の解消が必要なため ○ ○

○ ○
県の独自事業で、職域肝炎ウイルス検査費助成事業を実施し
ており、協会けんぽの方で肝炎検査の啓発を行っているため

○ ○

○ ○ ○ ○
出張型ウイルス検査事業
を業務委託 ○ 受託事業者による勧奨 受託健康診断実施時に勧奨 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 他リーフレット等を活用しているため ○ ○

○
委託医療機関に任せてい
る

○ 予算を含め事業実施の可否について検討中のため ○ ○

○ ○ ○ 特に無し（事業の実施が必要との判断に至っていない） ○ ○

○ ○ ○ 検討中のため ○ ○

○ 予算を確保できていないため ○ ○

○ 予算措置が難しいため ○ ○

○ ○ ○ 健診機関 ○ 健診機関連絡協議会でリーフレット配布 ○ 事業者側に分かりやすいメリットがなく、広報が難しい ○ ○

○ ○ ○ ○

以下、全て保険者（協会けんぽ）との連携事業
・事業主及び被保険者に啓発資材を送付
・厚生労働省研究班が作成した肝炎ウイルス検査申込書の活用
・陽性者への受診勧奨
・健康保険委員研修会での肝炎ウイルス検査の受検促進依頼

○
陽性者に対して専門医療機関への受診勧奨を行っている
が、実際に受診する者が少ないため、勧奨方法を検討する
必要がある。

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 36 ○ 8 ○ 協会けんぽのメールマガジンに制度の案内文等を掲載
5月及び7月の2回、協会けんぽのメールマガジンにて肝炎ウイルス検査や検査費用
助成制度について周知を行った。 ○ ○ ○

○ ○ 6社以上 ○ ○ ○
東京商工会議所と連携し、都内6,345社の企業等に対し、健康経営アドバ
イザーの訪問の際に、リーフレットを活用して肝炎対策の重要性につい
て啓発した。

東京商工会議所と連携し、都内6,345社の企業等に対し、健康経営アドバイザーの
訪問の際に、リーフレットを活用して肝炎対策の重要性について啓発した。 ○

職域では肝炎対策の重要性について認知度が低く、費用負
担もあることから、検査の導入について理解が得られにく
い。

○ ○

○ ○ ○
新型コロナウイルス感染症に対応するための事務事業の見直
しにより、事業が中止となったため。 ○ ○

○ ○ ○
コロナウイルス対応に伴い、事業を行っていない。次年度活
動も未定。

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 18 ○ 健診機関2箇所 ○ 健診時に健診機関にて肝炎ウイルス検査受検勧奨を実施 ○ ○ ○

○ ○ ○
拠点病院によるフォロー
アップ

○ ○
特定感染症検査事業の肝
炎ウイルス検査委託医療
機関

○ ○ ○
職場の健康診断のため、特定感染症検査事業の肝炎ウイルス検査委託医
療機関を受診された方に対し、委託医療機関から、無料の肝炎ウイルス
検査の同時実施をお勧めいただいている。

職場の健康診断のため、特定感染症検査事業の肝炎ウイルス検査委託医療機関を
受診された方に対し、委託医療機関から、無料の肝炎ウイルス検査の同時実施を
お勧めいただいた。

○ ○ ○

○ ○ ○ 通知方法を検討中 ○ ○

○ 新型コロナウイルス感染症対応のため ○ ○

○ 新型コロナウイルス感染症対応により実施検討を中断 ○ ○

○ ○ ○ ○
県医師会・病院等にリー
フレットを配布し、啓発
を依頼

○ ○
肝炎ウイルス検査・重症化予防推進事業の啓発チラシを県医師会・病院等に配
布、啓発を依頼した。

○
個人情報の管理もあり、他機関との連携が困難であるこ
と。

○ ○

○
検査実施医療機関が適宜
実施

○ ○ ○ 1 ○ 検査費助成制度の周知 ○ 個人情報の取扱い ○ ○

○ ○ ○ ○ 94 ○ ○
協会けんぽにおいて、ホームページや県が作成しているチラシを通して各事業所
に対して啓発を行った。

○ ○ ○

○ ○ 実施方法等について検討・調整中 ○ ○

○ ○ ○ ○ H29までは実施していたが、以降は実施していない ○ ○

○ ○ 保険者との調整がうまくいかなかったため ○ ○

○ ○ 事業化はしていないが、周知等の協力は得ているため ○ ○

○ ○
肝炎ウイルス検査を実施
した医療機関を通じて周
知

○ 開始時期等含め検討中 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 職域での検査受検体制が把握できていないため ○ ○

○ ○ ○ ○
協会けんぽの委託医療機関に対し、陽性者に初回精密検査費用助成制度の啓発チ
ラシを配布するよう依頼

○ ○ ○

○
各委託医療機関に任せて
いる ○ コロナ禍のため実施せず。 ○ ○

○ ○ ○
広島県肝疾患患者フォ
ローアップシステムへの
登録勧奨

○ ○ ○ 17 ○ ○
職域健診を行う健保組合（17組合）に対し，受検勧奨及び陽性者受診勧奨の依頼
を送付 ○ 職域健診における肝炎ウイルス検査の導入 ○ ○

○ ○ ○ リーフレット等で受診勧奨のみとなっている ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
新型コロナウイルス感染症感染拡大により、受け入れ業者が
選定できなかったため

○ ○

○ 各市町村で集団検診等の対応を行っているため ○ ○

○ ○ ○ ○ 県内市町村 ○ 県内市町村にポスターを配布した。 ○ ○ ○

○ ○ ○
各医療機関・市町で異な
る

○ ○ ○
検査医療機関に委託しており、
箇所数は把握してない

○
検査医療機関に委託しており、
箇所数は把握してない

○ 保険者（協会けんぽ）と連名で、精密検査の勧奨勧奨のチラシを送付した ○ 協会けんぽの制約により情報共有が困難な場合がある ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○
R2年度は、新型コロナウイルス感染症の発生に係るBCPによ
り未実施（例年は実施） ○ ○

○ ○ ○ ○ 保険者（協会けんぽ）と連携し、肝炎普及啓発チラシを配布した。 ○ ○ ○

○ 予算の確保ができていないため。 ○ ○ ○

○ ○ 特になし ○ ○

○ 予算の確保ができていないため ○ ○

22 5 31 7 2 15 27 5 9 6 3 6 13 5 4 7 9 3 9 35 9 7 31

職域における肝炎ウイルス検査促進事業について フォローアップ事業の市町村との連携

要医療者に対する勧奨方法 実施状況 連携先 啓発方法 実施内容 問題点 市町村からの情報提供 市町村への情報提供
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肝炎対策に関する調査（Ⅲ）肝炎医療体制
医療機関に関する情報公開について

相談事業実施場所
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名
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由

肝
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セ
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保
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所
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実
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所

未
実
施

理
由

自
治
体
H
P

拠
点
病
院
H
P

広
報
誌
等

非
公
開

医
療
機
関
名

医
療
機
関
の
住
所

医
療
機
関
の
電
話
番
号

肝
臓
専
門
医
の
有
無

時
間
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の
診
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実
施

の
有
無

そ
の
他

内
容

北 海 道 ○ ○ 0
新型コロナの感染防止のため予
定していた会議を中止

○ 184 0 184 ○ ○ ○ ○ ○ 南檜山
要件を満たす医
療機関がない

○ ○ ○ ○ ○

青 森 県 ○ ○ 1 ○ ○ 10 0 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩 手 県 ○ ○ ○ ○ ○ 肝炎かかりつけ医 2 ○ ○ 16 0 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮 城 県 ○ 1 ○ ○ 18 0 18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 県 ○ ○ ○
地域医療機関（専門医療機関
以外の肝炎治療医療機関）

0 予算措置がされていないため 20 0 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 形 県 ○ 1 ○ ○ 50 0 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 島 県 ○ ○ ○ 1 ○ ○ 18 0 18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨 城 県 ○ ○ 2 ○ ○ ○ 拠点病院の活動報告 ○ 33 0 33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登録期限

栃 木 県 ○ ○ 1 ○ ○
肝炎ウイルス検査の状況・肝
がん重度肝硬変事業の見通し
について

○ 172 94 78 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

群 馬 県 ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼 玉 県 ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 168 0 168 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝臓病教室の実施有
無、実施可能な検
査・治療

千 葉 県 ○ ○ 1 ○ ○ ○ 32 0 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東 京 都 ○ ○ 1 ○ ○ ○

・Ｃ型肝炎地域連携パスの運用に
ついて
・職域向けウイルス性肝炎研修会
（東京都肝疾患職域コーディネー
ターの養成）について

○ 649 250 399 ○ ○ ○ ○ ○
島しょ保
健医療圏

指定申請がない
ため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝臓専門医療機関指
定コード

神 奈 川 県 0
肝炎対策協議会で兼ねているた
め。

398 99 299 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 潟 県 ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富 山 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 拠点病院、特定機能病院 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 0 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

石 川 県 ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○

石川県肝炎診療連携（拠点病院に
よるフォローアップ）、公費助成
制度、妊婦健康診査肝炎ウイルス
検査陽性者の拾い上げ、院内拾い
上げ体制の整備、肝がん・重度肝
硬変治療研究促進事業の改正予定
の説明及び協力依頼、肝炎医療
コーディネーターの活動状況

20 0 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 専門医療機関 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝疾患相談窓口の対
応時間

福 井 県 ○ ○ ○ 0
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため未実施。

20 0 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 梨 県 ○ ○ 1 ○ ○ ○ 全国会議の復命 12 0 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
専門医療機関のHPに
リンク

長 野 県 ○ ○
肝臓専門医、地域医療機関、
患者会

1 ○ ○ ○ 56 2 54 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐 阜 県 ○ ○ ○ 1 ○ ○ 15 0 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

静 岡 県 ○ ○ ○ 1 ○ ○ 26 0 26 ○ ○ ○ ○ ○ 賀茂圏域
圏域内に指定要
件を満たす医療
機関がないため

○ ○ ○ ○

愛 知 県 ○ ○ ○ 拠点病院の医師 1 ○ ○ ○ 245 0 245 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三 重 県 ○ ○ ○ ○
肝臓専門医、拠点病院肝臓専
門医及び事務担当者

1 ○ ○ ○ ○ 19 0 19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

滋 賀 県 ○ ○ ○ ○
薬剤師会、看護協会、栄養士
会、患者会

0
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、資料提供のみ

○ ○ ○ ○ ○ 17 0 17 ○ ○ ○
医療機関に任
せている ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京 都 府 ○ ○ 肝疾患診療連携拠点病院 0
開催の必要性が生じなかったた
め

213 0 213 ○ ○ ○
常勤である必
要はないと考
えるため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 阪 府 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 178 0 178 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

兵 庫 県 ○ ○ ○ ○
薬剤師会、看護協会、栄養士
会、患者会、肝炎対策協議会

1 ○ ○ ○ ○ ○ 38 0 38 ○ ○ ○ ○ ○ 但馬

従来の専門医療機
関から肝臓専門医
が不在となったた
め

○ ○ ○ ○ ○

奈 良 県 ○ ○ 0
新型コロナウイルス感染により
中止

60 0 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日本消化器病学会専
門医、肝炎医療コー
ディネーターの有無

和 歌 山 県 ○ ○ ○ 1 ○ ○ 26 0 26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥 取 県 ○ ○ 1 書面開催 ○
都道府県肝炎対策協議会の内
容について情報提供

13 0 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

島 根 県 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 30 0 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 隠岐圏域

肝臓専門医がおら
ず、学会認定施設
でもないため。た
だし、診断書の記
載ができるよう拠
点病院による研修
を受講し、特例の
対応をとってい
る。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡 山 県 ○ 1 ○ ○ 108 0 108 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広 島 県 ○ ○ ○ 学識経験者 2 ○ ○ ○ ○ 書面開催 ○ 268 132 136 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
県庁，ひろしま肝
疾患コーディネー
ター所属機関

○ ○ ○ ○

山 口 県 ○ ○ ○ ○
歯科医師会、薬剤師会、看護
協会

1 ○ ○ ○ 28 0 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

徳 島 県 ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ 42 0 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香 川 県 ○ ○ ○
県内の医療機関（専門医療機
関以外）

0
コロナ感染拡大防止のため開催
中止となった

○ 27 0 27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛 媛 県 ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 14 0 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 知 県 ○ 0
新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により開催中止

74 2 72 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 岡 県 0
協議会の開催は行わず、メール
により連携をとっている

70 0 70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐 賀 県 ○ ○ ○ ○ 連携医療機関、患者団体 1 ○ ○ ○ 7 0 7 ○ ○ ○ ○ ○
東部保健
医療圏

要件を満たす医療
機関がなく、隣県
の医療機関受診者
が多いため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長 崎 県 ○ 0
新型コロナウイルス感染症感染
拡大のため、延期

49 0 49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

熊 本 県 ○ ○ ○ ○
県薬剤師会、県看護協会、患
者代表

2 ○ ○ ○ ○

・熊本県における「非B非C肝
癌のサーベイランスシステム
構築」に向けた取り組み
・熊本肝炎・脂肪肝プロジェ
クトの現状　・進行肝がん分
子標的治療の均てん化につい
て

87 0 87 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 分 県 ○ ○ ○ ○ 一部肝臓専門医 1 ○ ○ ○
肝炎治療特別促進事業の実施
状況

13 0 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮 崎 県 ○ ○ ○ ○ 県薬剤師会、県看護協会 1 ○ ○ ○ 60 0 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿 児 島 県 ○ ○ 2 書面・ＷＥＢ開催 ○ ○ ○ ○ ○ 15 0 15 ○ ○ ○ ○ ○ 曽於
指定要件を満た
す医療機関がな
いため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖 縄 県 ○ ○ 1 ○ ○ 13 0 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 35 1 19 1 21 23 5 16 31 19 25 20 17 7 3 9 3,719 579 3,140 31 14 2 0 21 26 14 28 10 0 12 2 0 0 0 2 4 2 43 40 7 47 30 2 0 46 22 6 0 47 45 42 7 0 6

拠点病院連絡協議会の状況 専門医療機関について 相談体制の整備について

協議会のメンバー 開催回数 実施内容 拠点病院の連携

専門
医療
機関
数

う
ち
県
外
の
数

県
内
の
み

リストに公開している情報指定要件 把握 専門医の常駐できない時の対応 専門医療機関の機能 ２次医療圏での状況 専門医療機関リストについて情報公開の方法
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啓発用ポスターについて 啓発用リーフレットについて 啓発に活用しているメディア

作
成

未
作
成

庁
舎
内
に
掲
示

保
健
所
等
に
配
布

医
療
機
関
に
配
布

薬
局
に
配
布

企
業
に
配
布

そ
の
他

内
容

作
成

未
作
成

庁
舎
内
で
配
布

保
健
所
等
に
配
布

医
療
機
関
に
配
布

薬
局
に
配
布

企
業
に
配
布

啓
発
イ
ベ
ン
ト
で
配
布

そ
の
他

内
容

テ
レ
ビ

ラ
ジ
オ

新
聞

S
N
S

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

広
報
誌

メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン

そ
の
他

内
容

未
使
用

北 海 道 ○ ○ ○ ○ ○ 市町村広報紙での掲載を依頼

青 森 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩 手 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ コーディネーターに配布 ○ ○ ○ ○ ○

宮 城 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医師会等 ○ ○ 情報誌

山 形 県 ○ ○ ○ ○ ○

福 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝臓週間の時期に保健所による街頭キャ
ンペーンを実施

茨 城 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

栃 木 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

群 馬 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼 玉 県 ○ ○ ○ ○ ○

千 葉 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東 京 都 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 大型ビジョン
肝臓週間にあわせ庁舎内にてパネル展を
実施

神 奈 川 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 潟 県 ○ ○ ○

富 山 県 ○ ○ ○ ○ ○
包括協定先の郵便局、医師会、薬
剤師会、健診機関、商工会及び商
工会議所、保険組合等

○ ○ ○ ○ ○ ○
医師会、薬剤師会、健診機関、商工会及び
商工会議所、保険組合等

○ ○ ○

石 川 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
県ＨＰ上で啓発用リーフレットのＰＤＦ
データを公開している。

○ ○ ○ リーフレット
県庁舎の催事スペースにおいて、パネル
展を実施

福 井 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 梨 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長 野 県 ○ ○ ○

岐 阜 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
庁舎内の電子モニター等の案内
板

静 岡 県 ○ ○ ○ 県ホームページにおいて公表 ○ ○ ○ ○

愛 知 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三 重 県 ○ ○ ○ ○ ○

滋 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 協定企業において掲示、配布 ○ ○ ○ ○

京 都 府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝炎デーにおける街頭啓発や各種健康関連
イベントでの配布、がん教育での配布、肝
炎コーディネーターによる配布

○ ○
大学との協定に基づき、啓発マンガを作
成

大 阪 府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

兵 庫 県 ○ ○ ○ ○ 県ホームページにおいて公表 ○

奈 良 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
奈良県肝炎医療コーディネーターの職場等
掲示

○ ○ ○

和 歌 山 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝炎ウイルス検査の必要性をわかりやす
く伝えるための啓発まんがチラシを作成

鳥 取 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 電光掲示板

島 根 県 ○ ○ ○ ○

岡 山 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
インターネットアンケートを利用したク
イズ

山 口 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

徳 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 教育関係機関への配布 ○ ○ 啓発用資材（ティッシュ）

香 川 県 ○ ○ ○ ○ ○

愛 媛 県 ○ ○ ○ ○ ○ イベントで掲示 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
うちわ、ポケットティッシュ、Ｔシャ
ツ、ベスト、のぼりの啓発用資材を作成
し、イベント等で活用

高 知 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 岡 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長 崎 県 ○ ○ ○

熊 本 県 ○ ○ ○

大 分 県 ○ ○ ○ ○ ○

宮 崎 県 ○ ○ ○

鹿 児 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖 縄 県 ○ ○ ○ ○

計 10 37 7 10 9 3 1 2 38 9 18 36 32 10 9 17 10 8 15 12 7 45 16 3 8 1

肝炎対策に関する調査（Ⅳ）啓発

啓発についての独自の取組

啓発内容について
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肝炎対策に関する調査（Ⅴ）施策等

認定等の種類 認定証等の発行

養
成
有

名
称

令
和
3
年
度
養
成
予
定

令
和
4
年
度
以
降
養
成
予
定

養
成
無

理
由

総
数

令
和
2
年
度
新
規

期
待
さ
れ
る
役
割

疾
患
の
基
礎
知
識

県
内
の
肝
炎
対
策

診
療
連
携
体
制

活
動
事
例

そ
の
他

内
容

認
定

修
了

そ
の
他

内
容

研
修
及
び
試
験

研
修
の
み

試
験
の
み

そ
の
他

内
容

発
行

未
発
行

代
わ
る
も
の
を
発
行

内
容

知
事
名

そ
の
他

内
容

定
期
的
に
更
新

更
新
間
隔
（

年
）

更
新
無
し

研
修
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験
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更
新
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修
で
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新
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験
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更
新

そ
の
他
の
更
新
方
法

内
容

北 海 道 ○ 北海道肝炎医療コーディネーター 521 104 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 北海道保健福祉部長 ○

青 森 県 ○ 青森県肝炎医療コーディネーター 93 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

岩 手 県 ○ 肝炎医療コーディネーター ○ ○ 295 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

宮 城 県 ○ 宮城県肝炎医療コーディネーター 276 59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

秋 田 県 ○ 秋田県肝炎医療コーディネーター 283 0 ○
令和2年度は新型コロナウイルス
の影響により開催を中止

○ ○ ○ ○ ○

山 形 県 ○ 山形県肝炎医療コーディネーター 128 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

福 島 県 ○ 肝炎医療コーディネーター 318 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨 城 県 ○ 茨城県肝炎医療コーディネーター 752 147 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○ ○ 要件を満たす者は自動更新

栃 木 県 ○ 栃木県肝疾患コーディネーター 696 151 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

群 馬 県 ○ 群馬県肝炎医療コーディネーター 897 152 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼 玉 県 ○

埼玉県肝炎医療コーディネーター
（以下「医療Co」）
埼玉県肝炎地域コーディネーター
（以下「地域Co」）

医療Co785
地域Co160

医療Co82
地域Co19

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○

千 葉 県 ○ 千葉県肝炎医療コーディネーター 812 27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○

東 京 都 ○ 東京都肝疾患職域コーディネーター 436 121 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神 奈 川 県 ○ かながわ肝疾患コーディネーター 535 182 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

新 潟 県 ○ 肝炎医療コーディネーター 759 136 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新潟県福祉保健部長と拠点病院長の連
名

○

富 山 県 ○ 富山県肝炎医療コーディネーター 330 26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 富山県厚生部健康課長 ○

石 川 県 ○ 石川県肝炎医療コーディネーター 304 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 長期療養者就労支援 ○ ○ 研修の修了及び活動への同意 ○ ○ 課長名 ○ 1 ○ 所属状況の確認

福 井 県 ○ 福井県肝炎医療コーディネーター 386 44 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

山 梨 県 ○ 肝疾患コーディネーター 479 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者ケア ○ ○ ○ ○ ○ ○ 修了証は拠点病院の院長名 ○

長 野 県 ○ 長野県肝炎医療コーディネーター 158 61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

岐 阜 県 ○ 岐阜県肝炎医療コーディネーター 226 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
養成研修の修了かつ所属機関の長が
適正と認めた場合

○ ○ ○

静 岡 県 ○ 静岡県肝炎医療コーディネーター 303 84 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者団体の活動 ○ ○
研修の修了及び本人からの申請（研修は
修了したがその後申請がない場合があ
る）

○ ○ ○ 3 ○

愛 知 県 ○ 愛知県肝炎医療コーディネーター 607 125 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三 重 県 ○ 肝炎コーディネーター 174 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 局長名 ○

滋 賀 県 ○ 滋賀県肝炎医療コーディネーター 384 177 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京 都 府 ○ 京都府肝炎コーディネーター 163 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認定を受けた日の属する年度の
年度末から起算して３年後まで

○ まだ検討していない

大 阪 府 ○ 大阪府肝炎医療コーディネーター 1,586 1,214 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○

兵 庫 県 ○ 兵庫県肝炎医療コーディネーター 996 89 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 肝炎患者支援手帳の活用方法 ○ ○ ○ ○ 兵庫県健康福祉部長 ○

奈 良 県 ○ 奈良県肝炎医療コーディネーター 303 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 他府県の先進事例 ○ ○ ○ ○
奈良県福祉医療部医療政策局長名・
奈良県肝疾患相談センター長連名

0 ○

和 歌 山 県 ○ 和歌山県肝炎コーディネーター 224 74 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

鳥 取 県 ○ 肝炎医療コーディネーター 205 80 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （補足）研修受講者に小テストを実施 ○ ○ ○ 3 ○

島 根 県 ○ 島根県肝炎医療コーディネーター 219 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡 山 県 ○ 地域肝炎対策サポーター 384 24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広 島 県 ○ ひろしま肝疾患コーディネーター 1,426 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新型コロナウイルス感染症の影
響により、令和２年度の研修は
中止した。一部の資料提供のみ
行った。

○ ○ ○ ○ ○ 5 ○

山 口 県 ○ 山口県肝疾患コーディネーター 709 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認定証と受講者証を発行している
が、受講者層は拠点病院と県の連名

○ 5 ○

徳 島 県 ○ 徳島県肝炎医療コーディネーター 531 72 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

香 川 県 ○ 香川県肝炎医療コーディネーター 354 0 ○ ○ ○ ○ ○

研修（講演・グループワーク)の受講
を認定要件としており、研修の終了
後に試験を実施しているが、試験の
結果は認定可否に影響しない

○ ○ 香川県健康福祉部長名 ○

愛 媛 県 ○ 愛媛県肝炎医療コーディネーター 415 100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保健福祉部長 ○ ３～６年 ○

高 知 県 ○ 肝炎医療コーディネーター 358 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 岡 県 ○ 福岡県肝炎医療コーディネーター 1,359 181 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 研修及びレポート提出 ○ ○ ○

初認定時から翌年度末までを認定
期間とし、更新以降は永年となる
が、５年間に最低１回のセミナー
受講が望ましいとしている。

○

佐 賀 県 ○ 佐賀県肝炎医療コーディネーター 1,575 207 ○ ○ ○ ○ ○ ○
患者団体の講話、動機づけ支
援、両立支援

○ ○

学生は肝Coジュニアと
して修了証書を渡し、
卒業後の申請により認
定する。

○ ○ ○ ○

長 崎 県 ○ 長崎肝炎コーディネーター 200 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
長崎県福祉保健部長・長崎県肝疾患
相談支援センター長

○ 3 ○

熊 本 県 ○ 熊本県肝疾患コーディネーター 527 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

大 分 県 ○ 肝炎医療コーディネーター 403 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮 崎 県 ○ 肝炎医療コーディネーター 612 26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 宮崎県健康増進課長 ○

鹿 児 島 県 ○ 鹿児島肝炎医療コーディネーター 310 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 研修受講の翌年度開始日から２年 ○

沖 縄 県 ○ 沖縄県地域肝炎治療コーディネーター 241 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 47 1 1 0 24,197 4,046 44 46 43 37 35 8 36 13 1 25 17 0 5 47 0 0 36 13 25 22 5 18 0 3

コーディネーター関係

コーディネーターの養成 コーディネーター数 養成研修内容 認定等の方法 認定証等の交付名義 認定の更新
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肝炎対策に関する調査（Ⅴ）施策等
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 1 ○ 65 1 ○ 1 ○ 23 26 1 ○ 13 179 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 5 ○ 1 3 ○ 2 ○ 1 1 1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 4 ○ 7 4 ○ 1 ○ 1 9 4 ○ 33 33 4 ○ 4 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者会，弁護士等 ○ 1 1 ○ 15 1 ○ 1 ○ 7 9 1 ○ 7 35 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者会会員 ○ 2 3 ○ 14 5 ○ 4 ○ 8 8 4 ○ 19 25 4 ○ 1 ○ 5 ○ 4 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 1 ○ 17 1 ○ 5 5 4 ○ 8 34 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 4 ○ 18 1 ○ 1 ○ 6 6 4 ○ 2 59 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 診療放射線技師等 ○ 2 5 ○ 24 1 ○ 1 ○ 9 9 1 ○ 38 44 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1 ○ 14 1 ○ 6 6 1 ○ 9 25 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者、患者家族 ○ 1 1 ○ 26 1 ○ 1 ○ 1 1 1 ○ 35 35 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 患者、患者家族 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者会会員 ○ 1 1 ○ 43 1 ○ 1 ○ 6 13 1 ○ 23 63 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者団体、社会保険労務士 ○ 1 5 ○ 18 5 ○ 4 ○ 13 13 4 ○ 54 54 4 ○ 4 ○ 4 ○ 3 ○ 3 ○ 患者団体、社会保険労務士 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第一種衛生管理者、産業カウンセラー ○ 4 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者 ○ 4 4 ○ 6 4 ○ 4 ○ 2 33 4 ○ 4 ○ 4 ○
全国B型肝炎訴訟東京原告団神奈川支
部

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 4 ○ 3 1 ○ 1 ○ 12 12 1 ○ 19 3 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 放射線技師 ○ 2 4 ○ 14 1 ○ 1 ○ 8 8 4 ○ 13 15 4 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 5 ○ 19 5 ○ 5 ○ 4 4 5 ○ 19 19 5 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 5 ○ 2 5 ○ 4 ○ 6 6 5 ○ 17 17 5 ○ 4 ○ 5 ○ 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 製薬メーカー職員、社労士、弁護士 ○ 1 4 ○ 1 3 ○ 4 ○ 4 4 4 ○ 18 27 4 ○ 4 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者会等 ○ 1 4 ○ 24 3 ○ 2 ○ 2 77 3 ○ 3 ○ 患者会（活動度合4） ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 理学療法士、作業療法士 ○ 1 5 ○ 14 4 ○ 4 ○ 7 8 4 ○ 1 42 4 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者団体に所属する者 ○ 2 1 ○ 24 1 ○ 1 ○ 6 7 1 ○ 16 35 1 ○ 1 ○ 1 ○ 患者団体 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者団体 ○ 4 4 ○ 54 1 ○ 1 ○ 5 11 1 ○ 42 54 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医療系の民間企業職員 ○ 1 1 ○ 1 1 ○ 1 ○ 7 8 1 ○ 11 29 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 個人 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者会、介護タクシー ○ 2 1 ○ 16 1 ○ 1 ○ 6 7 1 ○ 7 19 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 患者会、介護タクシー ○ ○ ○ ○
研修実施予定であったが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため資料提
供のみ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 肝疾患相談センター職員 ○ 2 5 ○ 29 4 ○ 4 ○ 4 7 5 ○ 18 26 5 ○ 4 ○ 5 ○ 4 ○ 4 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者団体 ○ 5 1 ○ 178 1 ○ 1 ○ 9 9 1 ○ 33 43 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者会 ○ 1 1 ○ 39 1 ○ 1 ○ 12 12 1 ○ 39 41 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 患者会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 5 ○ 16 4 ○ 1 ○ 4 4 4 ○ 27 39 1 ○ 5 ○ 栄養士会 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 4 ○ 15 4 ○ 4 ○ 2 8 4 ○ 6 3 4 ○ 4 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
患者会会員、診療情報管理士、社会保険
労務士

○ 1 5 ○ 11 4 ○ 4 ○ 3 3 4 ○ 19 19 4 ○ 4 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○
翌年度以降の肝炎医療コーディネーター養
成研修会への参加を可能としている。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 5 ○ 21 4 ○ 1 ○ 7 7 4 ○ 13 19 1 ○ 1 ○ 4 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 1 ○ 76 1 ○ 1 ○ 9 9 1 ○ 19 27 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
公認心理師，理学療法士，栄養士，弁護
士，企業（健康管理担当除く），患者

○ 2 5 ○ 79 5 ○ 1 ○ 7 7 5 ○ 23 23 5 ○ 1 ○ 3 ○ 1 ○ 5 ○ 刑務所，弁護団，患者会，町内会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 理学療法士、作業療法士 ○ 1 5 ○ 28 4 ○ 4 ○ 7 8 3 ○ 5 19 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 保険者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者会 ○ 1 5 ○ 23 4 ○ 3 ○ 6 6 4 ○ 16 24 3 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 5 ○ 18 1 ○ 1 ○ 4 4 4 ○ 15 17 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 民間医療系大学教員（看護師） ○ 1 5 ○ 13 5 ○ 5 ○ 7 7 5 ○ 11 2 5 ○ 5 ○ 5 ○ 5 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 5 ○ 41 3 ○ 1 ○ 6 5 5 ○ 34 27 1 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 1 ○ 67 1 ○ 1 ○ 2 9 1 ○ 15 6 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 福祉大学生、患者団体 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マスメディア関係、患者会、製薬会社、
社会保険労務士、助産師等

○ 1 5 ○ 8 5 ○ 4 ○ 5 5 5 ○ 2 2 5 ○ 4 ○ 4 ○ 4 ○ 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者・作業療法士 ○ 活動内容は把握していない。 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医療系の民間関係職員 ○ 1 1 ○ 不明 1 ○ 1 ○ 6 1 1 ○ 7 45 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2については、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のためWEB講演会を実施して
おり、グループワーク等は実施せず。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 元患者、理学療法士、准看護師 ○ 1 5 ○ 13 4 ○ 1 ○ 7 9 4 ○ 7 18 4 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ MR、医薬品の卸売業者 ○ 1 1 ○ 37 1 ○ 1 ○ 8 8 4 ○ 21 26 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 4 ○ 13 4 ○ 4 ○ 9 13 4 ○ 6 43 4 ○ 4 ○ 4 ○ 4 ○ 4 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者会代表 ○ 1 5 ○ 13 4 ○ 4 ○ 6 6 4 ○ 16 41 4 ○ 4 ○ 4 ○ 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 13 47 47 28 43 34 5 7 43 39 38 21 41 38 5 29 6 30 45 45 43 42 45 31 32 19 35 13 26 6 1 19 39 8 0 37 15 8 36 11 12 2

コーディネーター関係

技術向上 研修内容職種 コーディネーターの所属場所と活動度合 患者の参画 認定者名簿
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肝炎対策に関する調査（Ⅴ）施策等

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

計

配置目標達成状況

単
独
で
実
施

拠
点
病
院
と
合
同

学
会
等
と
合
同

製
薬
企
業
等
と
合
同

そ
の
他

内
容

相
談
体
制

要
望
を
聞
く
機
会

配
置
機
関
公
表

バ
ッ

チ
作
成

特
に
な
し

そ
の
他

内
容

実
施

未
実
施

予
定

養
成
目
標
あ
り

内
容

養
成
目
標
な
し

配
置
目
標
あ
り

内
容

配
置
目
標
な
し

達
成

概
ね
達
成

未
達
成

変
更
あ
り

変
更
予
定

変
更
な
し

取
組
あ
り

取
組
な
し

○ ○ ○ ○ 二次医療圏に設置する ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝炎医療コーディネーター設置医療機関割合（肝疾患診療連携拠点病院及び専門
医療機関）を100%にする。

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 名札に使用できる認定証を配布 ○ ○ ○ 県内全市町村に配置 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ R１～５年の間に５００名 ○
県・仙台市保健所　１４か所（１００％）
指定医療　２３か所（１００％）
市町村　２８か所（８０％）

○ ○ ○

○ ○
知識習得のための情報や他のコーディネーターの参
考になる取組等を提供している

○ ○ 300人養成する ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 全市町村及び全保健所に配置 ○ ○ ○

○ ○ スキルアップ修了シールを配布している ○ ○

○ 拠点病院へ実施を委託している ○ ○ ○ ○ ○ 全ての市町村、保健所、肝疾患専門医療機関へ配置 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 県内の肝疾患専門医療機関におけるコーディネーターの配置率80％ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 全市町村及び全保健所への設置 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
肝疾患診療連携拠点病院・地区拠点病院における医療Co配置率をR3年度までに
100%にする

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ コーディネーター研修会を年2回実施 ○

○ ○ ○ ○ 令和2年度　130名程度養成 ○

○ ○ ○ 令和4年度までに500人養成 ○ 令和4年度までに500人配置 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 各所属において増加する

○ ○ ○ ○ 活動支援研修会の実施 ○ ○ 認定者数（実人数）：３００人 ○ 専門医療機関、保健所、市町に１名以上配置 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 50人養成する ○ 市町、保健所、肝疾患専門医療機関に配置する ○ ○ ○

○ ○ ○ 認定カードを作成 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 150人以上（R7年度） ○

○ ○ ○
活動できるコーディネーターを100人以上養成
し、維持する

○
県内全ての県・地域肝疾患診療連携拠点病院、保健所及び市町の肝炎対策担当部
署にコーディネーターが１人以上配置される

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 研修会の年１回開催 ○ 県内の全ての市町村に１名以上配置 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 肝疾患専門医療機関に1名以上在籍 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ H30より5年間で500名を養成 ○

○ ○ ○ ○
京都府肝炎コーディネーター通信の作成
啓発資材の提供

○ ○ 2023年度までに400人 ○

○ ○ ○ ○ ○
肝疾患診療連携拠点病院、肝炎専門医療機関、府保健所及び肝炎対策担当部署
は、府コーディネーターを１名以上配置

○ ○

○ ○ ○ ○ 各専門医療機関への１名以上の設置 ○

○
日本肝臓学会の研修として拠点
病院が実施

○ ○ ○ ○ 全市町村に養成 ○

○ 拠点病院が実施 ○ ○ コーディネーターのメーリングリストを作成 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 令和５年度までに150人養成する ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
令和５年10月までに肝疾患診療連携拠点病院及び肝炎等精密検査実施医療機関
各施設に1名以上配置する。

○ ○ ○

○ ○ ○ ○
陽性者を専門医療機関へ受検勧奨するための知識
と能力を習得させる。

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ひろしま肝疾患コーディネーターに向けたフェイス
ブックを設置し，情報提供を行っている。

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 70人/年 ○

○ ○ ○ 令和3年度までに300人養成する ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 令和３年度までに300人 ○ 令和３年度までに300人 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 各市町村に１名以上配置 ○ ○ ○

○ 拠点病院に委託 ○ ○ ○ ○ ○ 平成３０年度～令和５年度で９００人養成 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
地区や所属において偏りなく養成し、肝疾患対策
の推進、医療の均てん化を目指す

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ コーディネーター在籍を示すポスターを配布 ○ ○ コーディネーター数を毎年度１割程度増加 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
県内の全ての肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患協力医療機関並びに保健所及び市
町村の肝炎対策担当部署

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ すべての肝疾患専門・協力医療機関、市町村、保健所に１人以上配置 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
県民への肝炎医療に関する普及啓発、患者やその
家族への情報提供などの支援に活用することによ
り、肝硬変や肝がんへの移行を予防する。

○
肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患に関する専門医療機関等の医療機関及び健診機
関、保健所及び市町村の肝炎対策担当部署、薬局、社会福祉関係事業所、民間企
業や団体、医療保険者等に配置する。

○ ○ ○

5 28 3 4 4 21 13 29 30 3 9 3 44 0 25 21 21 25 4 8 9 6 2 14 7 13

コーディネーター関係

支援 段階制認定 養成、配置目標実施方法 配置状況の改善取組配置目標の変更有無
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肝炎対策に関する調査（Ⅴ）施策等

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

計

肝炎患者支援手帳の作成・配布について

把
握
し
て
い
る

把
握
方
法

把
握
し
て
い
な
い

定
め
た
活
動
が
で
き
な
い
者

支
援
方
法
・
支
援
内
容

活
動
し
て
い
な
い
者

支
援
方
法
・
支
援
内
容

該
当
す
る
支
援
な
し

作
成

延
べ
作
成
数

作
成
な
し

理
由

肝
炎
の
説
明

医
療
機
関
案
内

検
査
結
果
等
の
記
載

数
値
等
の
説
明

日
常
生
活
の
注
意
事
項

検
査
等
の
制
度
の
案
内

自
己
負
担
額
の
管
理

そ
の
他

内
容

○ ○ 15,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 研修会 ○ ○ 2,000 ○ ○ ○

○ ○ 1,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 7,700 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 一部を対象に活動状況報告書の提出を依頼 ○
他のコーディネーターの参考になりそうな取組や肝
炎医療コーディネーター向けポータルサイトの情報
の提供

0 ○ 予算措置されていないため

○ 0 ○ 特に無し（手帳の作成が必要との判断に至っていない）

○ ○ ○ 13,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 22,739 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 14,500 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 11,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 32,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 定期検査費用助成の診断書の代わりとなる様式

○ ○ 21,100 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ型・Ｃ型肝炎訴訟の給付金について

○
コーディネーターに年度毎に１回のアンケー
トを実施し、活動状況等を把握

○ ○
HB　256,500部
HC　271,500部

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 41,000 ○
新型コロナウイルス感染症に対応するための事務事業の見直しにより、事
業が中止となったため。

○ ○ 7,350 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 8,430 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ アンケート ○
アンケートで活動方法を例示するととも
に、活動支援研修会で活動状況を示した。

0 ○
石川県肝炎診療連携が整っており、肝炎患者等に対してリーフレット等により、
情報提供及び啓発活動を行っているため。

○ 年に1回、活動報告書を提出 ○ 0 ○ HP等でも情報提供しており必要性を感じないため

○ 0 ○ 更新作業困難なため

○ 活動状況報告書の提出を求めている ○ 0 ○ 県単事業の医療費助成実施により患者支援を実施

○ 0 ○
拠点病院で作成していたため県の作成実績なし。なお、昨年度も作成実績
はない

○ ○ 17,907 ○ ○ ○ ○ 検査スケジュール、肝炎・肝硬変の治療方針

○ ○ ○ 2,000 ○ ○ ○ ○ ○

○ 0 ○ 医師の負担が増えるため。

○ ○ 7,641 ○ ○ ○ ○ 訴訟について、相談窓口、身障手帳

○ 年度末に活動状況報告の提出を依頼 ○ ○ 19,000部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 肝炎ウイルス検査について

○ ○ ○ 33,500 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○
デジタルデータの共有を図り、各自
印刷の方法をとっているため不明。

○ ○ ○ ○ ○ ○ 各治療方法・薬剤耐性等の専門知識について説明

○ ○ 4,050 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 肝疾患相談センターの案内

○ 0 ○
ウイルス検査や医療費補助制度について、各種案内リーフレットを個別に作成・
配布しているため

○ 活動状況アンケートを実施 ○ ○ 36,000 ○ ○ ○ ○

○ 活動報告書の提出 ○ ○ 4,000 ○ ○ ○ ○ ○

○ 拠点病院に報告する仕組みがある。 ○ ○ 30,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 13,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝臓の働き，肝がんについて，障害年金・身体障害者手帳に
ついて，各種相談窓口，検査・受診状況の記録欄，肝疾患患
者フォローアップシステムについて

○ ○ 20,000 ○ ○ ○ ○ ○

○ 0 ○ 肝疾患診療連携拠点病院が作成している同等のものがあるため

○ ○ 7,660 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 活動報告の提出（年1回） ○ 0 ○
費用対効果を含めて手帳の内容について、肝疾患診療相談センターとも協議し、
検討しているところである。

○ ○ 3,000 ○ ○ ○

○ ○ 92,810 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 10,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 0 ○ ニーズに応じて対応を検討予定

○ ○ 2,000

○ ○ 2,000 ○ ○ ○ ○ ○

○ 0 ○ 予算上の問題

○ 活動報告書の提出 ○ 0 ○ H28以降作成実績なし

○ 0 ○ 予算の都合上

12 35 1 1 13 31 16 28 23 27 25 26 24 5 8

肝炎患者支援手帳について

活動状況の把握 未活動コーディネーターへの支援 肝炎患者支援手帳の内容
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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札 幌 ○ 医療機関委託

仙 台 ○ ○ ○ 性感染症検査との同時実施 ○ ○ ○ ○ ○

さ い た ま ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
特定感染症検査等事業における委託医療機関
実施分について、フォローアップを行ってお
り、保健所としては実施していない。

千 葉 ○ ○ ○ ○ ○
時間外等に対応できる人材確保が困難で
あるため。

○
保健所医師立会いのう
え、面談にて結果返却

○
県の事業であり、陽性者の面接時の説明と同
意取得のみ行っている。

横 浜 ○ 医療機関委託

川 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相 模 原 ○
市内協力医療機関への依託実施（医師
会経由）

新 潟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

静 岡 ○ ○ ○ ○ ○
商業施設の電光掲示板を使っての周
知

○ ○ ○ ○ ○ ○

浜 松 ○ 新型コロナウイルス感染症対策のため

名 古 屋 ○ 医療機関委託

京 都 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 阪 ○ 医療機関委託

堺 ○ ○ ○ ○ ○ ○
特定健康診査の案内中に
記載

○ 健康教育の実施 ○ ○ ○ ○ ○

神 戸 ○ 医療機関に委託している

岡 山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広 島 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○
検査で陽性判明後、登録及び
受診勧奨実施時

北 九 州 ○ ○ ○ ○ 市内約47医療機関で受検が可能なため ○ ○ ○
陽性者居住区の区役所保健
福祉課

○

福 岡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

熊 本 ○ 医療機関委託

函 館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

旭 川 ○ 医療機関委託

青 森 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
希望者に紹介状を発行
する

○
HIV等と同時検査であり、匿名で検査を受けて
いるため。

八 戸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,5,6,7歳に受診案内送付 ○
わが家の健康カレンダーに掲載し、
全戸配布

○ ○ ○ ○ ○ ○

盛 岡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
普及啓発リーフレット配架，感染症
研修会にて関係機関に周知（社会福
祉施設等）

○ ○ ○
陽性結果は必ず医師が
面接し説明。紹介状を
渡す。

○ ◎ ○ ○

秋 田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
利便性を高める取り組みについて検討中
のため

○ ○ ○ ◎ ○ ○

山 形 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 島 ○ 医療機関へ委託

郡 山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

い わ き ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水 戸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宇 都 宮 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

前 橋 ○
令和2年度は特定感染症検査事業を中
止したため ○ ○ ○ ○

保健所での実施状況（特定感染症検査等事業によるもの）

実施状況 周知方法 利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ 実施機関 同意取得時期
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保健所での実施状況（特定感染症検査等事業によるもの）

実施状況 周知方法 利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ 実施機関 同意取得時期

高 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

川 越 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

川 口 ○ ○ ○ ○ ○ ○
健康増進法による肝炎
ウイルス検査を実施し
ている

○ ○ ○ ○

越 谷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

船 橋 ○
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため中止

柏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

八 王 子 ○ 医療機関委託

横 須 賀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富 山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ フェイスブック ○
これまでの相談希望者は、現在の検査体
制で受検可能であったため。

○ ○ ○ ○

福 井 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ツイッター、フェイスブック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲 府 ○ ○ ○ ○ ○
学校等での健康教育実施時に周知し
ている。

○ ○ ○ ○ 匿名で検査を実施しているため。

金 沢 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

「石川県肝炎診療連携」に
同意した方については、保
健所に変わり、拠点病院が
フォローアップしている。

○

長 野 ○ ○ ○ ○ ○ ○
HIV等の検査時に肝炎パンフレットを
渡し周知

○ ○ ○ ◎ ○ ○

岐 阜 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

豊 橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

岡 崎 ○ 新型コロナウイルス感染症対応のため ○ ○ ○

豊 田 ○ 医療機関委託

大 津 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

吹 田 ○ 医療機関へ委託しているため

豊 中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 年度当初に受診票を発送 ○
健診ガイドブックや案内チラシに掲
載

○ ○ ○ ○ ○
陽性者へのフォローアップ体制を確立してい
ないため

高 槻 ○ ○ ○
他市民、20歳未満及び40
歳以上は、B型肝炎1,384
円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施できる人員体制が整っていないため

枚 方 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HIV検査時に説明 ○ ○ ○ ○ ○

八 尾 ○ 医療機関に委託しているため

寝 屋 川 ○ 医療機関委託

東 大 阪 ○ 医療機関委託

姫 路 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

明 石 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

尼 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西 宮 ○
新型コロナウイルス感染症対応のた
め、健康相談における肝炎検査を中止
したため。

奈 良 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和 歌 山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HIV検査と同時検査実施していたが、匿
名性の保持が困難であることと、過去に
検査受診歴がある重複者が多かったため
R2年度から実施せず。

○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥 取 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

松 江 ○ ○ ○ ○ ○
「けんしんのお知らせ」
(冊子）の全戸配布

○
委託医療機関、公民館等
でのチラシ設置

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

倉 敷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 本人希望時

呉 ○ 健診事業受託者委託・医療機関委託

福 山 ○ 医療機関委託

下 関 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域保健・職域保健連携
推進協議会団体、がん検
診受診率向上プロジェク
ト企業、包括協定企業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 松 ○ ○ ○ ○ ○ ○
保健所以外でも検査を受けられるように
16か所の医療機関に委託しているた
め。

○ ○ ◎ ○ ○
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保健所での実施状況（特定感染症検査等事業によるもの）

実施状況 周知方法 利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ 実施機関 同意取得時期

松 山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
特定健診受診勧奨チラシに記事を掲
載

○ ○ ○ ○ ○

高 知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 委託医療機関での検査を実施中 ○ ○ ○ ○ ○

久 留 米 ○ 医療機関委託

長 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐 世 保 ○ 医療機関委託 ○ ○ ○

大 分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 駅前・商店街のデジタルサイネージ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮 崎 ○ 医療機関委託

鹿 児 島 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

那 覇 ○ ○ ○ ○ 沖縄県 ○ ○ ○ ○ ○

小 樽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 体制が確立されていないため

町 田 ○ ○ ○ ○ 検査対象となる方が少ないため ○ ○ 件数が少ないため

藤 沢 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茅 ヶ 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

四 日 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝炎対策担当部署へ同意書が
提出されたとき

計 60 25 60 1 59 45 28 7 13 4 3 13 1 52 15 1 8 19 50 12 3 55 8 7 4 0 48 10 2 11 28 18 5 3

千 代 田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中 央 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

港 ○
特定感染症検査等事業で実施していな
いため

新 宿 ○ 医療機関へ委託

文 京 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

台 東 ○ 医療機関委託

墨 田 ○ 医療機関へ委託

江 東 ○ 医療機関委託

品 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○
4歳以上の社保加入世帯には、世帯に
一部リーフレット（がん検診等のご
案内）を発送。

○ ○ ○ ○ ○

目 黒 ○ ○ ○ ○ ○ ○
他の健診の案内チラシで
案内

○ ○ ○ ○ ○ ○
目黒区にて、検査結果告知
時に東京都フォローアップ
事業を案内

○ 東京都において実施

大 田 ○ 医療機関委託

世 田 谷 ○ 医療機関受託等

渋 谷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 匿名での検査のため

中 野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

杉 並 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

初回精密検査費用助成の申
請をした方及び申請をして
いない方についてのフォ
ローアップは区が、定期検
査費用助成の申請をした方
に対するフォローアップに
ついては東京都が行ってい
る。

○

豊 島 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2～4歳対象健診案内に同
封

○ ○ ○ ○ ○ ○

北 ○ ○ ○ ○ ○ ○
医師来所日に合わせるため、HIV検査日
と同日に実施している。

○ ○ ○ ○

荒 川 ○ ○ ○ 肝炎検査の問い合わせ時 ○ 医療機関に委託 ○ ○ ◎ ◎ ○

板 橋 ○ ○ ○ ○ ○
実績が少なく、出張型や時間外の実施を
したとしても大幅な実績増加が見込めな
いため。

○ ○ ○ ◎ ○

練 馬 練馬区医師会へ委託

足 立 ○ 医療機関委託

葛 飾 ○ 医療機関委託

江 戸 川 ○ 区医師会医療検査センターへ委託

計 12 10 12 0 11 8 5 0 0 2 0 2 0 9 0 1 2 3 12 1 0 11 1 3 0 0 9 0 2 1 6 3 0 1
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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○ 604 ○ ○ ○ ○ ○
肝がん検診団、全国B型肝炎
訴訟北海道原告団

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 653 ○ ○ ○

○ 423 ○ ○ ○
年度当初に他の検診を含む勧奨
はがきを送付 ○

実施医療機関一覧等記載の冊子を全戸
配布

○
健康増進事業における肝炎検査を医療機関に委託
して行っているため。

0

○ 1,228 ○ ○ ○ ○ ○
がん検診の個別案内にあわせて
一部掲載

○ ○ ○ ○
QRコードを記載したハガキを
送付しWEB上での確認も実施
している。

○ ○ ○ ○ ○ 395 ○ ○ ○ ○ ○
特定健診、がん検診、後期高齢
者健診の案内に記載 ○

薬剤師会を通して薬局にポス
ター掲示依頼

○ 206 ○ ○ ○ ○ ○
がん検診受診券発送に同封する
検診ガイドに掲載

○ ○ ○ ○ ○ ○ 278 ○ ○ ○ ○ ○
特定健診・がん検診の個別案内
に同封

○ １～2 2 ○ ○ ○ ○ 246 ○ ○ ○ ○ 商業施設の電光掲示板を使っての周知

○ 6 ○ ○ ○ ○

○ 1,018 ○ ○ ○ ○
がん検診と併せて案内リーフ
レットを全戸配布 ○

委託医療機関へ受検勧奨ポスター掲載
依頼等

○

終了要件：抗ウイルス治療が開始が
確認できたとき，本人が終了するこ
とを希望したとき，医師がこれ以上
の受診は不要と判断したとき

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 433 ○ ○ ○ ○

○ 1,235 ○ ○ ○ ○ ○

○
半年（4月～9月受検者を3月まで、１月～3月受検
者を9月までフォローしている。）

最大で郵送2
回、電話2回

○ ○ ○ ○ ○ ○ 393 ○ ○ ○ ○ ○ 特定健康診査の案内中に記載 ○ 健康教育の実施

○ 578 ○ ○ ○ ４歳総合健診案内紙への記載

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41 ○ ○ ○ ○
肝炎相談センター（岡山大学
病院内）

○ １年 １回 ○ ○ ○ ○ ○ 1,500 ○ ○ ○
特定健康診査受診券に肝炎ウイ
ルス検査に関する記載あり

○

①一次検査結果の通知後３ヶ月を経過しても精密
検査を未受診の場合、郵送で受診勧奨及び受診状
況の確認をする
②１の発送後１ヶ月を経過しても回答がない場
合、電話で受診状況を確認し、未受診の場合は受
診を勧奨する
③精密検査陽性者については電話等で概ね1年間保
健指導を行う

指定なし（個別
に対応）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
治療の意義や自己管理の重要
性、日常生活での留意点等に
ついて説明する

○ 468 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 589 ○ ○ ○ ○

○ 340 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保健所事業として実施しているため 0

○ 8 ○ ○ ○ ○

○ 119 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 56 ○ ○ ○ ○ ○ 4,5,6,7歳に受診案内送付 ○
わが家の健康カレンダーに掲載し、全
戸配布

○ ○ ○
紹介状医療機関からの回答及
び本人からの確認

○ ○ ○ ○
市の陽性者サポート事業につ
いて説明

○ ○ ○ ○
肝炎かかりつけ医と連携し勧
奨

○ 所内検査で対応している 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ 94 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 対面にて ○ ○ ○ ○ ○ 100 ○ ○ 問い合わせ時に周知している

○ 7 ○ ○ 問い合わせ時に随時対応

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
直営検査を実施しており、健康増進事業において
肝炎ウイルス検査を医療機関に委託しているた
め。

0

○ ○ ○ ○ ○ ○
保健所検査及び健康増進事業の肝炎検査で充足し
ているため

0

○ ○ ○ ○ ○ 令和２年度保健所新規発足のため未対応 0

○
抗ウイルス療法による治療が開始さ
れるまでフォローアップを継続して
いる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医療機関で対象者を選別するため，調整が困難 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ 平時は保健所で検査を実施しているため 0

箇所数

金額 周知方法実施状況同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法フォローアップの継続
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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箇所数

金額 周知方法実施状況同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法フォローアップの継続

○ ○ 来所時 ○ ○ ○ ○ 保健所実施分および健康増進事業の委託 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ 96 ○ ○ ○

○ 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 151 ○ ○ ○
けんしんガイドブック（検診案内パン
フレット）を広報と配布

○ ○ ○ ○ ○ ○ 保健所での実施があるため 0

○ 保健所で実施しているため 0

○
千葉県のフォローアップ事業を紹介
し，当市では実施

○
千葉県のフォローアップ事業
を紹介し，当市では実施

○ ○ ○
HIV検査の一環で，自保健所で実施しているた
め。

0

○ 185 ○ ○ ○ ○ ○ 八王子市医師会

○ ○ ○ ○ ○ ○ 直営で検査を行っているため。 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
初回精密検査を実施した医師
が今後の治療方針について説
明。

○ 11 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 92 ○ ○ ○ 指定医療機関にチラシを設置

○
保健所内で他の検査との同時に検査を実施してい
るため

0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 375 ○ ○ ○ ○ 委託医療機関による周知

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保健所でのみ実施。 0

○ 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 227 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
初回精密検査実施医療機関に
て案内 ○ 129 ○ ○ ○

○ 3年間 年に１回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保健所において実施しているため 0

○ 102 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 健康増進事業で行っているため 0

○ 157 ○ ○ ○ ○ ○
特定健診と併せて個別勧奨を実
施。

○ 208 ○ ○ ○ ○ ○ 年度当初に受診票を発送 ○ 健診ガイドブックや案内チラシに掲載

○ 庁内他課が実施しているため 0

○ 受診後1年の結果把握まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 151 ○ ○ ○ ○ ○

○ 3,550 ○ ○ ○ ○

○ 829 ○ ○ ○

○ 3,600 ○ ○

○ 継フォローなし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 212 ○ ○ ○

○ 約１年間 最大3回 ○ ○ ○ ○ ○ 保健所で検査を実施しているため 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 213 ○ ○

○ 118 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 146 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 450 ○ ○

原則保健所検査を案内。保健所の検査
日に来所が難しい場合は、受検歴がな
いことを確認した上で、医療機関の検
査を案内。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
定期検査費用助成等、窓口手
続き時

○ ○ ○ 110 ○ ○ ○ ○ ○
「けんしんのお知らせ」(冊
子）の全戸配布

○
委託医療機関、公民館等での
冊子等設置

○ 肝炎治療受給者証を取得するまで ○ ○ ○ ○ ○ ○ 電話による状況把握 ○ 108 ○ ○ ○ ○

○ 160 ○ ○

○ 161 ○ ○ ○ ○

○
フォローアップ期間中かつ治療開始
までの期間

○ ○ ○ ○ ○ ○ 140 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 ○ ○ ○
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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箇所数

金額 周知方法実施状況同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法フォローアップの継続

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 172 ○ ○ ○ ○ ○ ○
特定健診受診勧奨チラシに記事を掲載
医療機関で個別の受診勧奨

○ ○ ○ ○ ○ ○ 134 ○ ○ ○

○ 161 ○ ○ ○
委託医療機関へ周知依頼、住民健診案
内パンフレットに掲載

○ 結果判明後、受診を勧奨する。 ○ ○ ○ ○ ○ 237 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 94 ○ ○ ○

○ ○
治療開始するまでフォローアップを
継続している

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 163 ○ ○ ○ ○
駅前・商店街のデジタルサイネージに
よる広報

○ 169 ○ ○ ○ ○ ○ 宮崎市健康診査受診券の送付

○ ○ ○ ○ ○
初回精密検査の勧奨と同時
に、定期検査ができる医療機
関・助成制度についても案内

○ ○ 保健所直営での実施で対応できているため 0

○ ○ ○ ○ ○ 保健所直営検査を実施しているため 0

○ 39 ○ ○ ○ ○ ○ チラシ配布

○ 対象が少ないため 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 健康増進事業において実施しているため 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
受検希望者数が少なく、保健所の直営検査で対応
可能なため。 0

○
フォローアップの同意が得られる限
り継続 ○ ○ ○ 各医療機関で実施している ○ 145 ○ ○ ○ ○ がん検診の案内に記載

28 9 1 9 9 46 42 3 6 31 24 53 2 0 20 3 32 6 19 61 24 61 0 56 40 31 3 12 15 5 16

○
一定期間受診状況の確認および受診
勧奨の実施 ○ ○ ○

受診結果を把握したのち地区
担当保健師よりTEL ○ ○ 70 ○ ○ ○ ○ 区民健診の案内と同時に周知

○ ○ ○ ○ ○ 都のフォローアップを紹介 ○ ○ 保健所実施の検査で対応可能なため 0

○ 特定感染症検査等事業で実施していないため 0

○ 1 ○ ○

○ 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 希望者に対し、保健所にて実施しているため 0

○ 81 ○ ○ ○ ○ 区独自の健診申込受付時に勧奨

○ 109 ○ ○ ○ ○ ○

○ 171 ○ ○ ○ ○

○

同意書に記載された病名・治療方
針・次回受診時期等で、区から連絡
せずとも医療の管理下におかれてい
ることが判断できるため、それ以上
は継続していない。

○ 上記　ウ　のとおり ○ ○ ○ ○ ○ 229 ○ ○ ○ ○ ○
4歳以上の社保加入世帯には、世帯に
一部リーフレット（がん検診等のご案
内）を発送。

○ 東京都において実施 ○ 東京都において実施 ○ 東京都において実施 ○ 東京都において実施 ○ 保健所において実施しているため 0

○ 230 ○ ○ ○

○ 405 ○ ○ ○ ○ ○ ○
特定検診、成人検診（生活保護
等受給中の方）のご案内に同封

○ 地区医師会、東急電鉄

○ 144 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 区民検診で委託実施してるため 0

○

原則、定期的に医療機関を受診していることが確
認できれば終了としているが、未受診・未回答の
場合は下記を限度としている。
紹介状発行時より６ヶ月後まで

電話と手紙を計
３回 ○ ○ ○ ○ ○

フォローアップ同意書を提出
した方に送付している調査書
に基づき受診勧奨をしてい
る。

○ 686 ○ ○
区民健診の受診券発送時、お知
らせに追加健診項目として受診
案内をしている。

○

過去（平成2年度以降）に肝炎ウィル
ス検査の受診歴のある方には、受診券
に「肝炎検査は過去に受診済のため受
けられません」と表示している。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 163 ○ ○ ○ ○
胃がん検診（内視鏡検査）と同
時送付

○ ○ ○ ○ ○ ○ 120 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 89 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検査件数が少ないため 0

○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ 対象者へ案内を郵送 ○ 練馬区医師会

○ 175 ○ ○ ○
○ 153 ○ ○ ○

○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
区医師会医療検査センターにお
願いしている

3 3 0 2 3 8 7 0 2 4 6 9 3 0 2 2 4 2 4 17 6 17 0 16 13 8 0 3 6 2 3
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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終
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期
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回
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期
間
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回
数

そ
の
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

年１回フォローアップを行い、①過去１年以内に肝疾患に関して医療機関を受診
した場合、②フォローアップの参加に同意することをやめた場合、③転居等の理
由により文書の送付が不明となった場合はフォローアップを終了する。
なお、調査票の回答がない等の理由により、フォローアップ事業への参加意思が
ないと判断される場合には、②と同様に取り扱い、フォローアップを終了する。

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
新型コロナウイルス感染症に係る対応
として、希望者へは郵送で通知も可と
している。

○ ○ ○ ○ 概ね２か月 １～４回

○ ○ 委託医療機関に任せている ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

検診実施機関が市指定の結果通知用い
て実施。連絡方法については検診実施
機関ごとに異なっており把握していな
い。

○ ○ ○ ○
抗ウイルス治療開始までは継続するが、フォローアップ終了時期については検討
中です。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 陽性確認後に個別案内 ○

○ ○ 各医療機関による ○ ○ ○ ○ １～2 2

○
受診券を発行し、６医療機関から
受検者が選択

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原則初回精密検査受検勧奨のみを行っている

○ ○ ○ ○ ○ ○
終了要件：抗ウイルス治療が開始が確認できたとき，本人が終了することを希望
したとき，医師がこれ以上の受診は不要と判断したとき

○ ○ 委託医療機関 ○ ◎ ○ ◎ ◎
受診者居住区の区役所保健福祉
センター保健師

○ ○
検査申込書に署名することで同意と
する

○ 2 3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
半年（4月～9月受検者を3月まで、１月～3月受検者を9月ま
でフォローしている。）

最大で郵送2回、電話
2回

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 他の取組について現在検討中 ○ ○ ○ ◎ ○
検査で陽性判明後、登録及び受診勧
奨実施時

○ １年 １回

○ ○ ○ ○ ○
陽性者居住区の区役所保健福祉
課

○ ○

①一次検査結果の通知後３ヶ月を経過しても精密検査を未受
診の場合、郵送で受診勧奨及び受診状況の確認をする
②１の発送後１ヶ月を経過しても回答がない場合、電話で受
診状況を確認し、未受診の場合は受診を勧奨する
③精密検査陽性者については電話等で概ね1年間保健指導を
行う

指定なし（個別に対
応）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
多くの医療機関に委託しているた
め充足している

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 1

○
委託医療機関が診療時間内に実施
しているため

○ ○ ○ ○ ○ ○

年１回以上受診状況の確認を行い，未受診の場合は電話連絡及び受診を勧める文
書の送付等により受診勧奨を行う。フォローアップは２年以上定期的な通院をし
ており医師が本事業のフォローアップが不要（継続受診が可能）と判断した場合
は対象者から終了希望の申出あった場合以外は継続する。

○ ○ ○
セット検査の他に、肝炎単独検査
あり。

○ ○ ○ ○ ○
陽性者へ精密検査受診勧奨の電話時
（同意書はないものの、口頭で同意
を得たとみなしている）

○ 1 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
利便性を高める取り組みについて
検討中のため

○ ○ ◎ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 医療機関へ委託しているため ○ 委託医療機関より結果連絡実施 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 健康増進事業担当者と調整中

利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ 実施機関 同意取得時期 フォローアップの継続
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ 実施機関 同意取得時期 フォローアップの継続

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 1 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3回電話し、繋がらな
い場合は書面郵送し情
報共有

○
これまでの相談希望者は、現在の
検査体制で受検可能であったた
め。

○ ○ ○ ○ ○

○ 各指定医療機関でお任せしている ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 委託医療機関による ○ ◎ ○ ○

「石川県肝炎診療連携」に同意
した方については、保健所に変
わり、拠点病院がフォローアッ
プしている。

○ ○ ○

○
市内の委託医療機関であればどこ
でも受検できる ○ 受診医療機関にて通知 ○ ○ ○ ○ １年 １回

○
委託医療機関が多数あるため、利
便性は十分と考える ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
精密検査未受診者に対し、検診受検後3～6か月後に未受診勧
奨実施。

１回

○ ○ ○ ○
陽性者へのフォローアップ
体制を確立していないため

○
医師会委託により多くの医療機関
で受検できる体制を確保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 受診後1年の結果把握まで

○ ○ 医療機関から本人へ報告する。 ○
フォローアップ体制が未構
築のため。

○ かかりつけ医にて実施 ○
検査実施医療機関から陽性判明者へ結
果説明

○ ○ ◎ ○ ○

○
大阪府医師会との委託契約に準ず
るため。 ○

検査実施医療機関から陽性判明者へ結
果説明 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ フォローの継続はしていない

○ ○ 医療機関に任せている ○ ○ ○ ○

○
委託医療機関の数も多く、近医で
受診できる環境も整っている。

○ ○
陽性時は、初回検査一式を受検者に渡
してもらうよう受検医療機関に依頼し
ている。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
各委託医療機関により対応が異な
る

○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 本人希望時 ○ 肝炎受給者証取得するまで

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
結果通知時に県のフォローアップ事
業を案内するのみ ○

結果通知時の初回のみ，県のフォローアップ事業の案内，精
密検査受診勧奨，定期的な検査の必要性の説明などを行って
いる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2年 2回

○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ フォローアップ期間中かつ治療開始までの期間

○ ○ 委託医療機関に任せている。 ○ ◎ ○ ○ ○

19



肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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関
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容
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前
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時

初
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精
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時

定
期
検
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用
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時

そ
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他
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容

受
診
・
受
療
問
わ

ず

受
診
ま
で

治
療
終
了
ま
で

期
間
・
回
数
指
定

期
間
（

年
）

回
数

そ
の
他

内
容

利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ 実施機関 同意取得時期 フォローアップの継続

○
土日も対応できる医療機関がある
ため

○ 委託医療機関から個別に説明 ○ ○ ○ ○

○ 各医療機関に任せているため ○ 委託医療機関で結果を説明される。 ○ ○ ○ ○ ○ 情報提供して適宜フォロー

○ 委託医療機関の診療時間内の実施 ○ ○ ○ ○ ○ 抗ウイルス治療が始まるまでフォロー継続

○
対応可能な医療機関が市内全域に
あるため。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検査から数か月後、電話で受診状況等について確認。郵送で資料等を送付。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
各医療機関に任せているが、保健所か
らも連絡している

○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 治療開始するまでフォローアップを継続している

○ ○ 実施医療機関が通知 ○ ◎ ○ ○ ○ １年以内
１回（精密検査受検報
告書未提出者に対し
て）

○ ○ ○ ○
体制が確立されていないた
め

○
医療機関によってはｂ～ｄの取り
組みを実施しているが、取り組み
の統一をしていないため

○ ○
検査を実施した各医療機関にて連絡し
ている ○ ○ ○ ○ フォローアップの同意が得られる限り継続

5 29 4 21 7 14 25 40 10 19 58 3 5 8 1 49 8 8 3 27 21 14 8 6 17 11 1 16 14

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一定期間受診状況の確認および受診勧奨の実施

○ 現在の体制では対応不可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 翌年度の六月まで 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
委託医療機関の診療時間内で受診
可能 ○

検診を実施した医療機関で結果説明を
行う ○ ◎ ○ ○ ○

○
日時指定ではなく、自身で医療機
関を予約する。

○ ○ ○ ◎ ○ ○ 調査票にて受診が確認できた時点、連絡が取れない時点まで

○ ○ 委託先に任せている ○ ○ ○ ○
同意書に記載された病名・治療方針・次回受診時期等で、区から連絡せずとも医
療の管理下におかれていることが判断できるため、それ以上は継続していない。

○ 実施医療機関から結果を伝える ○ ○ ○ ○ 受診勧奨及び状況確認で１～２回

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（東京都において）初回精密検査費
用助成申請時 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 医療機関ごとの対応のため ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 陽性確認の翌々年度 2回

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ 実施医療機関で説明 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ １年 2回

0 9 0 8 2 2 6 11 0 4 17 0 4 3 0 14 0 0 0 1 7 8 0 1 4 5 0 4 4
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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盛 岡

秋 田
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郡 山
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水 戸
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関
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状
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特
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実
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未
実
施

未
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施
の
理
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次
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よ
り
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協
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数
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他
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成

セ
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ー

・
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ベ
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ト

そ
の
他

内
容

あ
り

内
容

な
し

○ ○ ○ ○ 職域に限らず普及啓発を実施しているため

○ ○ ○ ○ ○ ○ 今後検討します

○ ○ ○ ○ 各医療機関より指導を実施 ○ 庁内関係部署との調整が取れていないため。

○ 都道府県において、協会けんぽ等と連携しながら実施しているため。

○ 確認する調査票を送付 ○ ○ ○ 神奈川県の動向を踏まえた上で、市として対応を検討

○ ○ ○
QRコードを記載したハガキを送付しWEB
上での確認も実施している。 ○ ○ ○ ○ ○

現在、県域においても本事業は実施していない状況であり、本市単独での実施ではなく、
今後神奈川県や国の動きを見ながら実施を検討していきたいと考えている。

○ ○ ○ ○ ○ ○ 連携先等との調整に伴い現時点では実施していない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ 新潟地域産業保健センター ○
新潟地域産業保健センターと連携し、新潟市内企業に啓発
用リーフレットを配布した（約100枚）

○
連携先の拡大及び実
施内容の効果測定

○ ○ ○ ○ 県が主体でやっており、市では健診機会のない人を優先しているため

○ ○ ○ 受診確認書と半年後の調査票 ○ ○ ○
要医療の場合の抗ウイルス治療や定期検査
費用の助成制度の案内

○ ○ 静岡県が実施しているため（協会けんぽ広報誌に記事掲載し啓発等）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
令和２年度に新しく作成したポスター・リーフレットはな
いため、既存の物を掲示等していただくよう連絡を取っ
た。

○

○ ○ ○ ○ ○ ○
委託医療機関と職域検査の医療機関が重複しており，職域検査時に希望者は肝炎検査を受
検できる状況であるため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大阪府作成の健康手帳エルB肝・C肝リー
フレットの配付

○ ○ 医療機関委託

○ ○ ○ ○ ○ ○ 今後検討予定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県で実施。

○ ○ ○ ○ ○ ○ 現時点では事業化は検討していない

○ ○ ○ ○ ○ 保健所設置市の管轄区域も含め、県が県域の職域保険者を対象に事業実施しているため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
治療の意義や自己管理の重要性、日常生活
での留意点等について説明する

○ ○ 医師会加入医療機関 ○ 医師会加入医療機関が職域検診時に案内
市医師会へ、職域定期健康診断時における肝炎ウイルス検
査の実施について検診機関へ周知するよう依頼文を送付し
た。

○
市外居住者は受検で
きない点

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 福岡県にて県全域の促進がおこなわれているため

○ ○ ○ ○ ○ 連携先や啓発方法を検討中である

○ 現在の検査体制で対応可能なため

○
委託医療機関（肝疾患専門医療機関）がカ
ルテ等で受診を確認する。

○ ○
委託医療機関（肝疾患専門医療機関）が治
療等を行っている。

○ 実施方法・予算措置に課題があり，実施に至っていない。

○ ○ ○ ○ 県が、協会けんぽに対する肝炎ウイルス検査費用助成を実施しているため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
協会けんぽの特定健診受診券（被扶養者）の発送にチラシ
を同封した。

○

○ 県や保険者との具体的な検討ができていない

○ ○ ○ ○ ○ 事業の実施の可否について検討中のため

○ 対面にて ○ ○ ○ ○ ○ 住民健診等で検査体制を整えているため

○ ○ ○ ○ 他係において、健康増進法の肝炎ウイルス健診の周知を行っているため。

○ 県要綱等が示されていないため。

○ 福島県の進歩に合わせて実施を検討しているため

○ 令和２年度保健所新規発足のため未対応

○ 健康増進事業で実施しているため

○ 職域にかかわらず、市民全員に肝炎検査を受ける機会を設けているため

実施状況 連携先 啓発方法

職域における肝炎ウイルス検査促進事業について

実施内容 問題点同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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あ
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内
容

な
し

実施状況 連携先 啓発方法

職域における肝炎ウイルス検査促進事業について

実施内容 問題点同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法

○ 県が実施しているため

○ ○ ○ ○ ○ 連携が困難なため

○ ○ ○ ○ ○ ○ 県で行っているため

○ 他事業を優先するため

○ 保健所で実施しているため

○ 千葉県で実施しているため

○ ○ ○ ○ ○
健康増進法及び国民健康保険法に基づき、主として国民健康保険および後期高齢者医療制
度加入者を検診対象としているため。

○ 保健所内での検査実施及び周知で十分と考えているため。

○ ○ ○ ○
初回精密検査を実施した医師が今後の治療
方針について説明。

○ 県が実施しているので、市で重複して実施する必要はないと判断している。

○ ○ ○ ○ ○ 県の実施状況をみて、今後検討予定。

○ 保険者や健診機関の協力を得るなど、実施が困難なため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
特定感染症検査等事業の肝炎ウイルス委
託医療機関

○ 委託医療機関での周知
職場検診のため、委託医療機関に受診された方に対し、肝
炎ウイルス検査の同時実施をお勧めいただいた。

○

○ ○ ○
協会けんぽと連携し、長野市で作成したパンフレットを配
布した。

○

○ ○ ○ ○ ○ 今後検討していく予定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人員不足のため

○ ○
協会けんぽ及び健保組合に加入している
県内の事業所に対し、愛知県が実施。 ○

協会けんぽ及び健保組合に加入している
県内の事業所に対し、愛知県が実施。

協会けんぽ及び健保組合に加入している県内の事業所に対
し、愛知県が実施。 ○

○ ○ ○ ○ ○ 検討中

○ 健康増進事業で行っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 現状でも一定の協力を保険者等から得られていると認識しているため。

○ 職域単位ではなく、全住民対象に事業展開しているため

○ 実施できる人員体制が整っていないため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医療機関委託により受診しやすい体制が整っていると考える

○ 検査を実施する体制が未整備のため

○ ○ ○ 精密検査実施医療機関へ文書で問い合わせ ○ ○ ○

○ ○ ○ 検討中のため

○ ○ ○ ○
疾病や注意、制度等記載の健康サポート手
帳を同封 ○ ○ ○ 加入保険組合、職場実施者等との連携ができていないため

○ 職域検査促進事業を発足していないため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検討中

○ ○ ○ ○ ○ ○ 今後、実施可能か検討中

○ ○ ○ ○ ○ ○
市民に対して、肝炎ウイルス検診の個別通知を行っており、啓発および希望者への要望に
対しては十分であると考えているため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算と人員の確保が難しいため

○ ○ ○ ○ ○ ○ 未検討

○ ○ ○ 定期検査費用助成等、窓口手続き時 ○ ○ ○ 県が全県下を対象に実施しているため

○ ○ ○ ○ ○ ○ 電話による状況把握 ○ 感染症でもあり偏見等への対策を考えるとハードルが高い

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 特になし

○ ○ ○ 広島県フォローアップシステムで把握 ○ ○ ○
初回精密検査を受検できる医療機関の案内
及び広島県フォローアップシステム登録勧
奨

○ 県事業として実施しているため

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ 4 ○ ○ 商工会だよりに掲載

保険者と連携し被扶養者への受診票とともに肝炎普及啓発
記事を含むチラシを配布
事業所へ肝炎普及啓発リーフレット等を送付
商工会だよりに肝炎検診啓発記事を掲載

○

○ ○ ○ ○ ○
事業所数が多く、限られた予算の中で、特定の事業所を選定することが難しい（平等性に
かける）ため。また、保健所及び委託医療機関を実施しているため。
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ）肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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実施状況 連携先 啓発方法

職域における肝炎ウイルス検査促進事業について

実施内容 問題点同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 愛媛県が主体で行っており、松山市内でも検査を行っているため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
県が3年間職域検査を実施して終了した。検診実施機関とは委託契約しているところは肝炎
ウイルス検査を実施している。

○ ○ ○ ○ ○ 福岡県にて県全域の促進が行われているため

○ ○ ○ ○ ○ 肝炎ウイルス検査を受検する保険者の把握ができていないため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 病院委託

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事業体制として、十分に整備できていなかったため

○ ○ ○ ○ ○
他健診と肝炎ウイルス検査との同時受検を可能にした宮崎市健康診査受診券を市民に広く
送付しているため

○ 県の事業であるため

○
職域検査陽性者は精密検査費用助成の対象とされていなかったため（制度改正を受け、実
施検討予定）。

○ 効果的と思われる委託先等が見つかっていないため

○ 検査対象となる方が少ないため

○ 健康増進事業において実施しているため

○
４歳以上の市民に対して肝炎検査を実施しているが、職域に対しては検査促進事業の体制
が現時点では整っていないため実施していない。

○ ○ ○ ○ 県の実施の有無に従っているため

47 44 6 8 29 13 55 3 4 16 1 24 5 29 8 76 1 4 0 1 4 5 0 4 2 6

○ ○ ○ ○ ○ 東京都が肝炎対策実施計画に基づき行っているため、区独自の促進事業は行っていない

○
特定感染症検査等事業及び健康増進事業に基づき区民への肝炎検査を実施している。ま
た、区内においては規模の大きい会社が多く検診の機会が確保されているため

○ 職域検査促進事業では実施していないため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 現在の体制では対応不可

○ 一般区民を対象としており、事業所は対象外であるため

○ ○ ○ ○
社会保険加入者の区民に対しても、肝炎ウイルス検査（年齢対象あり）の単独実施を行っ
ているため。

○ ○ ○ ○ 職域検査に係る情報を把握していないため

○ ○ ○ ○ 住民対象には実施しているため

○ 上記　ウ　のとおり ○ ○ ○ 予算がないため

○ 保健所において16歳以上の区民を対象に実施しているため

○ ○ ○ ○ ○ ○ 職域に限らず年齢等により幅広く実施しているため

○ ○ ○ ○
現時点では行っていないが、必要であれば他の検診と合わせて協会けんぽ等への周知を検
討する

○ ○ ○ ○ ○ 職域以外の検査促進に努めており、現在は実施の体制にないため

○ 都の対応による。区単独では事業化していない。

○ ○ ○ ○
区市町村レベルで、職域での健康診断を実施する保険者との連携を図るのが、困難なた
め。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 現状の検査体制に大きな不足は無いため

○ ○ ○ ○ ○
北区保健所が各種健診・健康診断を実施している部署ではないため。保険者との連携事業
を実施することは難しい。

○ ○ ○ ○ 区民のみ無料検査のため

○ 各職域の判断で実施しているため

○ ○ ○ ○ 実施体制が整ってないため

○ ○ ○ ○ ○ 詳細を把握できていないため。

○ ○ ○ ○ ○ 実施する仕組みづくりができていないため

○ ○ ○ ○ ○ マンパワー不足にて実施出来ていないため

13 9 0 1 5 1 17 0 0 3 1 7 0 10 0 23
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啓発用ポスターについて 啓発用リーフレットについて 啓発に活用しているメディア
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ー
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ガ
ジ
ン

そ
の
他

内
容

未
使
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札 幌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ポケットティッシュ

仙 台 ○ ○ ○ ○ 市民センター等の市管理施設等 ○ ○ ○

さ い た ま ○ ○ ○ ○

千 葉 ○ ○ ○ ○ ○

ア～イについて、千葉市独自にはリーフレッ
トやポスター等を作成していないが、他団体
や千葉県が作成したポスターなどは積極的に
庁内及び保健所に掲示している。

横 浜 ○ ○ ○

肝炎の啓発を行っている関連団体から
周知を依頼されたリーフレットやパン
フレット・ポスター等を横浜市内18区
に送り、配布・配架等の周知を依頼し
ている。

川 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○
電車中吊り広告掲載、広報掲示
板

○ ○
成人を祝うつどいにて普及啓発してい
る。

相 模 原 ○ ○ ○

新 潟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

静 岡 ○ ○ ○ ○ ○ 商業施設の電光掲示板

浜 松 ○ ○ ○ ○ ○
共催の講演会場および共催者の肝疾
患連携相談室

○ ○

名 古 屋 ○ ○ ○

京 都 ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 阪 ○ ○ ○ ○ ○ ○

堺 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神 戸 ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡 山 ○ ○ ○ ○

広 島 ○ ○ ○

北 九 州 ○ ○ ○ ○

福 岡 ○ ○ ○ ○ ○ ○

熊 本 ○ ○ ○

函 館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

旭 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○
各支所，各公民館，各住民センター
等

○ ○
啓発用ポケットティッシュを窓口に設
置

青 森 ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 ○ ○ ○ ○ ○ わが家の健康カレンダーに掲載し、全戸配布

盛 岡 ○ ○ ○

秋 田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市ホームページに掲載 ○ ○ ○ ○

山 形 ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 島 ○ ○ ○

郡 山 ○ ○ ○ ○

い わ き ○ ○ ○ ○ リーフレットを窓口に設置し、配布

水 戸 ○ ○ ○

宇 都 宮 ○ ○ ○ ○

前 橋 ○ ○ ○ ○

高 崎 ○ ○ ○ ○ ○

川 越 ○ ○ ○ ○

川 口 ○ ○ ○

越 谷 ○ ○ ○ ○ ○

船 橋 ○ ○ ○

柏 ○ ○ ○ HIV検査受検者に配布 ○

八 王 子 ○ ○ ○ 保健所内でのポスター掲示

横 須 賀 ○ ○ ○ ○ ○

富 山 ○ ○ ○ ○ ○

福 井 ○ ○ ○

甲 府 ○ ○ ○ ○ 学校等での健康教育実施時に配布 ○ ○

金 沢 ○ ○ ○ ○ ○ ○

長 野 ○ ○ ○ ○ 保健センター ○ ○

岐 阜 ○ ○ ○ ○ ○

豊 橋 ○ ○ ○

岡 崎 ○ ○ ○ ○

豊 田 ○ ○ ○

大 津 ○ ○ ○

吹 田 ○ ○ ○ ○ ○

問番号

啓発内容について

啓発についての独自の取組

肝炎対策に関する調査（Ⅳ）啓発
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啓発用ポスターについて 啓発用リーフレットについて 啓発に活用しているメディア
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問番号

啓発内容について

啓発についての独自の取組

肝炎対策に関する調査（Ⅳ）啓発

豊 中 ○ ○
国や府が作成した啓発用ポス
ターを活用している

○ ○ ○ ○ ○ 案内チラシを掲示している ○ ○ ○ ○ 健診ガイドブック（広報誌折込）

高 槻 ○ ○ ○

枚 方 ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 尾 ○ ○ ○
4歳になる市民へ肝炎検診勧奨パンフ
レットを送付。

○ ○

寝 屋 川 ○ ○ ○ ○

東 大 阪 ○ ○ ○ ○

姫 路 ○ ○ ○ ○

明 石 ○ ○ ○

尼 崎 ○ ○ 市内コミュニティ掲示板 ○ ○ 健康増進事業健診案内にチラシ同封 ○ ○

西 宮 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
郵便局・大学の健康管理室・市の健
康づくり協力店

○ ○ ○

奈 良 ○ ○ ○ ○

和 歌 山 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥 取 ○ ○ ○ ○

松 江 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 公民館など関連施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 公民館など関連施設 ○ ○

倉 敷 ○ ○ ○ ○ ○ ○

呉 ○ ○ ○ ○

福 山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

下 関 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

肝臓週間における庁舎内でのパネル展
示
他の健診の予約受付時に肝炎検診受診
勧奨

高 松 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

松 山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 肝炎ウイルス陽性者への個人送付 ○ ○

高 知 ○ ○ ○ ○ ○
肝臓週間に合わせて保健所でポスター
展実施。

久 留 米 ○ ○ ○ ○

長 崎 ○ ○ ○ ○

佐 世 保 ○ ○ ○ ○ ○

大 分 ○ ○ ○ ○

宮 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿 児 島 ○ ○ ○
保健センターに配布。肝臓週間
に合わせて市電に掲出。

○ ○ ○

那 覇 ○ ○ ○ ○ ○

小 樽 ○ ○ ○ ○

町 田 ○ ○ ○

藤 沢 ○ ○ ○ ○

茅 ヶ 崎 ○ ○ ○

四 日 市 ○ ○ ○

計 21 64 11 8 10 1 1 7 36 49 21 19 15 1 2 8 12 0 11 4 5 76 51 0 6 8

千 代 田 ○ ○ ○

中 央 ○ ○ ○

港 ○ ○ ○

新 宿 ○ ○ ○

文 京 ○ ○ ○

台 東 ○ ○ ○

墨 田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

江 東 ○ ○ ○ ○

品 川 ○ ○ ○ ○

目 黒 ○ ○ ○

大 田 ○ ○ ○ ○ 区報

世 田 谷 ○ ○ ○ ○ ○ 区内図書館 ○ ○ ○ ○ 区内図書館 ○ ○ 区民へ配布している区のお知らせに掲載

渋 谷 ○ ○ ○ ○

中 野 ○ ○ ○ ○
杉 並 ○ ○ ○ ○
豊 島 ○ ○ ○ ○ ○ 2～4歳対象健診案内に同封 ○ ○

北 ○ ○ ○ ○ ○
荒 川 ○ ○ ○ ○ 国、東京都作成のポスター掲示

板 橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 町（自治）会用回覧チラシ、パンフレット なし

練 馬 ○ ○ ○ ○
足 立 ○ ○ ○ ○
葛 飾 ○ ○ ○ ○ ○ ○
江 戸 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 区民まつりでの周知

計 3 20 2 0 2 0 1 1 6 17 3 3 2 0 0 1 3 0 1 0 0 16 13 1 4 6

25


